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【基準１．建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的】 

１－１．建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 

《１－１の視点》 

１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

（１）事実の説明（現状） 

   本学の設置母体である学校法人福原学園は、「規律・勤労・礼儀」を教育目標と

して掲げ、60 余年にわたり大学、高校、幼稚園を運営している。昭和 40（1965）
年に開学した本学においては、これまでの教育目標に加え、社会に貢献できる人

材育成を目指し、「自律処行（じりつしょぎょう）」を建学の精神（学是）として

教育研究活動を行ってきた。本学の学是については、「九州共立大学学則」第１条

の２に「本学は、建学の精神「自律処行」、すなわち自らの良心に従い事に処し善

を行うことを学是とし、この学是に則り、自ら立てた規範に従って、自分の判断

と責任の下に行動できる人材を育成する」と定めている。「九州共立大学学則」に

ついては、『学生便覧』及び本学ホームページに掲載している。  
   学是「自律処行」の周知を図るため、本学の東通

用門に「自律処行」を刻んだ石碑が設置されている。

平成 19（2007）年には、学是の意味の理解を浸透
させるために、石碑の横に学是を分かりやすく解説

したプレートを付設した。また、『学生便覧』の本扉

には、当該の石碑の写真を掲載し、本学ホームペー

ジ及び『大学案内』に、学是「自律処行」の解説を

掲載している。さらに、本学に入学する学生に対し

て、新入生ガイダンスの時間に「自律処行」の解説を行っている。  
（２）１－１の自己評価 

   建学の精神が適切に学内外に示されていると判断する。ただし、建学の精神「自

律処行」と学園の教育目標「規律・勤労・礼儀」との関係については、より明確

にする必要がある。  
（３）１－１の改善・向上方策（将来計画） 

   現在、学是「自律処行」の解説を掲げている冊子は、『大学案内』、『学生便覧』

及び『経済学部履修ガイド』『スポーツ学部履修ガイド』であるが、更なる周知を

図るために、学生に配布する各種冊子への掲載を行う。その際、「自律処行」と「規

律・勤労・礼儀」との関係を整理する。  
   また、平成 21（2009）年度に改組によって設置される新経済学部では、１年次

必修科目に「キャリア基礎演習」を配置している。「キャリア基礎演習Ａ」の授業

内容に「九共大を知る（自校史）」を取り入れ、その中で、学是の解説を行う。加

えて、平成 21（2009）年度に完成年度を迎えるスポーツ学部は、平成 22（2010）
年度以降に、経済学部同様、１年次必修科目「キャリア基礎演習」を配置し、そ

の中で、学是の解説を行うことにより、全学的に学生が学是の意義の理解を深め

られるようにする。  
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 １－２．大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 

《１－２の視点》 

１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に

定められているか。 

 １－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

 １－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

   本学の目的については、「九州共立大学学則」第 1 条に、「本学は、教育基本法
及び学校教育法に基づき、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究

し、知的道徳的及び応用能力を展開し、もって人格の完成をめざし健全な国民を

育成すること」と規定している。本学は、この規定及び先掲の学是に係る規定（「九

州共立大学学則」第１条の２）を踏まえ、本学の教育目標を定めている。「九州共

立大学学則」については、『学生便覧』及び本学ホームページに掲載し、学生・教

職員に周知を図り、学外に公表している。  
 （２）１－２の自己評価 

   大学の目的について、規定で定め、かつ、学内外に周知を図っているが、以下

の課題を解決する必要がある。  
¾ 《規定の整合性に係る課題》本学の目的は、建学の精神に基づいて定められて
いるが、規定上は、「教育基本法及び学校教育法に基づき」と表現されており、

建学の精神に基づいていることが明示されていない。  
¾ 理解しやすさに係る課題》「九州共立大学学則」で規定されている本学の目的
は抽象的な表現であり、学生への周知をより一層図るためには、学生に理解し

やすい解説を施す等の対策が求められる。  
¾ 《周知の方法に係る課題》本学の目的は、現在、「九州共立大学学則」として
『学生便覧』及び本学ホームページに掲載されているが、建学の精神に比して、

十分に周知されているとは言い難い。  
上記３点の課題については、早急に解決する必要がある。  

 （３）１－２の改善・向上方策（将来計画） 

   上記３点の課題を解決するにあたり、まず、規定上の整備を行う。また、学生

への周知を図るために、学生に理解しやすい解説を作成し、その解説を『大学案

内』『学生便覧』、及び本学ホームページに掲載し、学内外に公表を行う。さらに、

経済学部で平成 21（2009）年度から、スポーツ学部で平成 22（2010）年度から
開講する「キャリア基礎演習」において授業内容に取り込み、学生の理解を深め

るようにする。  
 

[基準１の自己評価] 

1-1 については、建学の精神が適切に学内外に示されていると判断する。ただし、
建学の精神「自律処行」と「規律・勤労・礼儀」との関係については、より明確

にする必要がある。  
また、1-2 については、大学の目的について、規定で定め、かつ、学内外に周知
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を図っているが、以下の課題を解決する必要がある。  
¾ 《規定の整合性に係る課題》本学の目的は、建学の精神に基づいて定められて
いるが、規定上は、「教育基本法及び学校教育法に基づき」と表現されており、

建学の精神に基づいていることが明示されていない。  
¾ 《理解しやすさに係る課題》「九州共立大学学則」で規定されている本学の目
的は抽象的な表現であり、学生への周知をより一層図るためには、学生に理解

しやすい解説を施す等の対策が求められる。  
1. 《周知の方法に係る課題》本学の目的は、現在、「九州共立大学学則」として
『学生便覧』及び本学ホームページに掲載されているが、建学の精神に比して、

十分に周知されているとは言い難い。  
 

 

[基準１の改善・向上方策（将来計画）] 

現在、学是「自律処行」の解説を掲げている冊子は、『大学案内』、『学生便覧』

及び『経済学部履修ガイド』『スポーツ学部履修ガイド』であるが、更なる周知を

図るために、学生に配布する各種冊子への掲載を行う。その際、「自律処行」と「規

律・勤労・礼儀」との関係を整理する。また、本学の目的については、まず、規

定上の整備を行う。さらに、学生への周知を図るために、学生に理解しやすい解

説を作成し、その解説を『大学案内』『学生便覧』、及び本学ホームページに掲載

し、学内外に公表を行う。  
加えて、建学の精神、本学の目的については、経済学部で平成 21（2009）年度

から、スポーツ学部で平成 22（2010）年度から開講する「キャリア基礎演習」に
おいて授業内容に取り込み、学生の理解を深めるようにする。  
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【基準２．教育研究組織】 

 ２－１．教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の

使命・目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相

互の適切な関連性が保たれていること。 

 《２－１の視点》 

 ２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の

教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 

 ２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育

研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っている

か。 

（１）事実の説明（現状） 

  本学の教育研究組織は、学部においては経済学部、スポーツ学部、工学部（平

成 20(2008)年度学生募集停止）の３学部を有し、大学院においては、学生募集停
止を行った工学部を基礎とした工学研究科博士前期課程（平成 21(2009)年度学生
募集停止）及び博士後期課（平成 20(2008)年度学生募集停止）程を設置している。  

  経済学部は、昭和 40(1965)年の本学設立時からの学部であり、本学の歴史とと
もに歩み続けている学部である。昭和 43(1968)年には経営学科を増設し、平成
20(2008)年度まで、１学部２学科体制で運営され、平成 21(2009)年度、学びの幅
の広さ確保と学生の多様なニーズに対応できるよう経済学部、経済・経営学科（1
学部 1 学科体制）を構築した。  

  工学部は、昭和 42(1967)年に機械工学科、電気工学科、土木工学科、建築学科
の４学科体制で学生の受入れを開始し、昭和 54(1979)年に環境化学科と開発学科
の２学科を増設し、6 学科体制となった。この間、環境化学科は生命物質化学科に、
また開発学科は平成 13(2001)年に地域環境システム工学科へ名称変更し、その後
平成 17(2005)年に環境サイエンス学科に名称変更を行なった。  
しかし、平成 12(2000)年をピークに志願者の減少が著しくなり、平成 19(2007)

年度から生命物質化学科及び環境サイエンス学科の学生募集停止、また平成

20(2008)年度からは残る 4 学科の学生募集を停止した。学生募集停止後の工学部
に在籍する学生については、従前の履修規程に沿った教育を行っている。  

  スポーツ学部は、平成 18(2006)年度に 1 学部 1 学科体制でスタートした学部で
あり、平成 21(2009)年度が完成年度である。  

  工学部 6 学科を基礎として設置した工学研究科は、平成 13(2001)年度に機械生
産システム工学専攻、電子情報工学専攻、都市システム工学専攻、環境システム

学専攻の４専攻で認可され、修士課程として２年間の教育研究を行ってきた。平

成 15(2003)年度には、４専攻を基礎とした博士後期課程として機械電子システム
工学専攻、環境・都市システム工学専攻が認可され、修士課程は博士前期課程へ

課程名称の変更を行い、本格的な大学院教育をスタートさせた。  
  平成 20(2008)年度に工学部は学生募集停止となったが、工学部に在籍する学生
の進路選択肢を確保する観点から博士前期課程・後期課程は存続させてきた。し

かし、工学の学生が正規に卒業となる平成 22(2010)年度に併せ、博士後期課程の
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学生募集を平成 21(2009)年度から停止した。また、博士前期課程（修士課程）に
ついては平成 22(2010)年度から学生募集を停止することを工学研究科委員会で決
定している。  

  学生募集停止の後も、工学研究科に在籍する学生に対しては従前の履修規程に

沿った教育研究指導を行っている。  
  それぞれの学部・研究科の入学定員及び収容定員は、下表に示すとおりである。  
   

 
※１）スポーツ学部スポーツ学科は、平成 18(2006)年度開設時、入学定員 200 名で
設置認可を行ったが、翌年平成 19(2007)年度に 50 名の入定を増やす申請を行った
ため、収容定員が単純に 4 倍になっていない。  

学部、研究科  学科、専攻  入学定員  収容定員  備考  
経済学科  ― 名  ― 名  

経営学科  ― 名  ― 名  

平成 21(2009)年  
4 月学生募集停
止  経済学部  

経済・経営学科  400 名  1,600 名  
平成 21(2009) 
年度 4 月開設  

スポーツ学部  スポーツ学科  250 名  950 名  ※１  
学士課程  合計  650 名  2,550 名   
機械生産システム工学専攻  6 名  12 名  
電子情報工学専攻  6 名  12 名  
都市システム工学専攻  7 名  14 名  

工学研究科  
博士前期課程  

環境システム学専攻  6 名  12 名  

平成 22(2010)年
4 月学生募集停
止予定  

博士前期課程  合計  25 名  50 名   
機械電子システム工学専攻  2 名  6 名  

工学研究科  
博士後期課程  環境・都市システム工学専

攻  
2 名  6 名  

平成 21(2009)年  
4 月学生募集停
止  

博士後期課程  合計  4 名  12 名   
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本学の教育研究上の基本的な組織は、図 2-1-1 のように互いに関連している。学

部及び研究科の教育研究活動を支える組織として、九州共立大学附属図書館、総

合教養教育センター、九州共立大学学習支援センター、九州共立大学総合研究所、

九州共立大学情報処理教育研究センター、九州共立大学生涯学習研究センター、

九州共立大学国際交流・留学生センター、福原学園保健センター及び、九州共立

大学スポーツトレーニングセンター(H20.4 設置)を設置している。  
九州共立大学学習支援センターは、平成 15(2003)年 5 月に設置され、経済学部

九州共立大学 組織図　H21.5現在

H19.4学生募集停止

H19.4学生募集停止

九州共立大学スポーツトレーニングセンター

九州共立大学総合教養教育センター

九州共立大学国際交流・留学生センター

博士後期課程 機械電子システム工学専攻

環境・都市システム工学専攻

環境サイエンス学科

生命物質化学科

福原学園保健センター

H20.4学生募集停止

H20.4学生募集停止

H20.4学生募集停止

H20.4学生募集停止

九州共立大学附属図書館

九州共立大学学習支援センター

九州共立大学総合研究所

九州共立大学情報処理教育研究センター

九州共立大学生涯学習研究センター

学校法人 福原学園

電子情報工学専攻

都市システム工学専攻

環境システム学専攻

大学院工学研究科

博士前期課程 機械生産システム工学専攻

スポーツ学部

経済学科

経営学科

スポーツ学科

九州共立大学

経済学部

工学部 メカエレクトロニクス学科

情報学科

環境土木工学科

建築学科

H21.4学生募集停止

H21.4学生募集停止

経済・経営学科 H21.4開設

H21.4学生募集停止

H21.4学生募集停止

H22.4学生募集停止予定

H22.4学生募集停止予定

H22.4学生募集停止予定

H22.4学生募集停止予定

図 2-1-1 
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及び工学部の教員によるチューター活動を行ない、高等学校までの補習教育や正

課授業の補完の役割を担っている。  
九州共立大学総合研究所は、産学連携の窓口としての機能と、地域社会と大学

を繋ぐ窓口として機能している。また、研究業績及び活動集、九州共立大学総合

研究所紀要を定期的に公表している。さらに、地域との協力により学生のための

学外授業にも取り組んでいる。  
九州共立大学総合教養教育センターは、平成 19(2007)年 5 月に設置され、全学

共通で行なわれる教養教育を統括している。現在、重要部門と位置づけ、その昨

日充実に向けて検討を行なっている。  
  

（２）２－１の自己評価 

   本学は、長年に亘り、経済学部と工学部の 2 学部の教育組織であったが、平成
18(2006)年度開設にスポーツ学部を開設し、総合大学としての機能を持ち始めた。 
スポーツ学部の開設と併せて教養教育の全学共通カリキュラムの整備を行い、

教養教育の運営を行うために設置した総合教養教育センターの今後更なる機能強

化を図る必要に迫られている。この機能が充実し、かつ円滑に機能させるために

は総合教養教育センターの改組も含めた検討を行っている。  
一方、学生募集停止を行った工学部の施設・設備の有効活用が今後の課題であ

り、そのための施設・設備の転共用も現在検討がなされている。  
 

 （３）２－１の改善・向上方策（将来計画） 

   経済学部、スポーツ学部が今後本学の柱となる学部である。  
   今後、経済学、経営学、スポーツ学の学際領域について融合を図る必要があり、

既存の総合研究所を最大限に活用した、研究活動・社会貢献・地域貢献を行って

いくための検討を進めていく必要がある。また、工学部が有している学内施設は、

オープンラボやレンタルラボとして、地域貢献の一翼として機能させていく。  
   さらに、総合教養教育センターは、教養教育の更なる充実を図るため、独自の

教育活動が可能となるよう組織強化を図る。  
   今後は、平成 21(2009)年 4 月に改組した経済学部及びスポーツ学部の 2 学部 2

学科体制を基本組織とし、教育研究活動を行っていくが、学生募集停止を行なっ

た工学部に変わる新たな学部の設置構想が浮上している。  
 
２－２．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられている

こと。 

《２－２の視点》 

２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

（１）事実の説明（現状） 

経済学部に語学教育、教養教育を担当する教員で構成する経済学部教養グルー

プ、また、工学部に語学教育、教養教育、専門基礎教育（数学、物理、化学、生
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物）を担当する教員で構成する工学部教養教室が存在したが、平成 18(2006)年度
から導入した全学共通カリキュラムの運営と、建学の精神に基づく総合教養教育

を学生に提供して学力や幅広い教養を身につけさせることを目的に、新たに九州

共立大学総合教養教育センターを平成 19(2007)年 5 月に設置した。  
九州共立大学総合教養教育センターの運営にあたっては、「九州共立大学総合教

養教育センター要綱」を整備して組織体制を明確に位置付けている。  
 

（２）２－２の自己評価 

総合教養コア科目を中心に３学部統一された教養教育を実施し、幅広い教養を身に

つけさせるため、精選されたカリキュラムで適正に運営されている。これからのキャ

リア教育の充実のため「仕事と自己実現」、「総合科目特殊講義」など特色ある科目も

開講している。  
しかし、総合教養教育センターの教員は、各学部に所属しており、本センターへは

兼坦という位置付けとなっている。よって、学部教授会と同レベルの会議体がないた

め、運営基盤が脆弱であり、教養教育に携わる教員人事一つ取っても学部の意見が強

く、総合教養教育センターとしての主体的行動が行いにくいという弱点を持っている。 
 
（３）２－２の改善・向上方策（将来計画） 

   これらの弱点を踏まえた上において、総合教養教育センターの組織改編が学園本

部に設置されている大学改革検討委員会において検討されている。現在は、「九州共

立大学共通教育センター」（仮称）としての設置が検討中である。  
   これに関連して、本学園の設置校である九州女子大学の改組に伴い、同大学は平成

22(2010)年度より、教養教育の運営体制強化を図る目的で共通教育機構の設置が決ま
った。将来的には、本学と九州女子大学との間で教養教育を共通化させる方針である。

その前身としてまずは、本学に「九州共立大学共通教育センター」（仮称）の設置構

想があることを付加する。  
 
２－３．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者

の要求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 

《２－３の視点》 

 ２－３－① 教育研究に関わる意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学

習者要求に対応できるよう十分に機能しているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

   教育研究に関わる意思決定機関は、各学部においては教授会、また研究科にお

いては研究科委員会で審議され決定されている。九州共立大学教授会規則第 2 条
を、平成 20(2008)年度に次のように改正した。  

   
第 2 条 教授会は、学長、副学長、各学部に所属する専任の教授、准教授、講師、
助教、事務局長、教務部長、学生支援部長、入試部長並びに九州共立大学組織
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規則の第 15 条第 2 項に定める参事（部長待遇）及び第 14 条に定める各課の課
長をもって組織する。  

 
   これに伴い、事務職の課長も教授会の正式な構成メンバーとして審議に加わる

ことで、教学と経営の関係者で学部運営を審議する体制を整えたこととなる。  
教授会及び研究科委員会の開催前には、経済学部では学部運営会議、工学部で

は学科長会議、スポーツ学部では三役会（学部長、学科長、評議員）研究科では

専攻科委員会を開催し、教授会及び研究科委員会等の議題等に関する事前調整を

行っている。  
平成 18(2006)年度からは、各学部教授会開催の 1 週間前に学長、副学長、各学

部長、研究科長、教務部長、入試部長、学生支援部長、図書館長、事務局長と、

事務局各課の課長で構成される部局長会議において、教授会及び研究科委員会で

審議する事項の事前調整を行っている。  
さらに、教育研究に関わる最高意思決定機関として、九州共立大学評議会を設

置しており、この評議会に係る九州共立大学評議会規則も平成 21(2009)年 4 月に
改正を行い、九州共立大学組織規則の第 15 条第 2 項に定める参事（部長待遇）及
び第 14条に定める各課の課長も教授会同様に正式な委員として審議に加わってい
る。  
評議会では、各学部教授会において審議した事項の報告を行い、学部毎の意思

決定が不揃いの場合は、評議会において調整し決定を行っている。  
また、管理運営等に関する重要事項の企画、立案並び執行方法を検討するため、

副学長、図書館長、３部長（教務、学生支援、入試）、事務局長で構成される大学

企画運営会議、大学経営に関する重要事項を協議するため、学長、副学長、学部

長、研究科長、事務局長で構成される大学経営協議会を設置している。なお、教

学と経営との情報共有と意思疎通を図るため、教学懇談会を実施している。  
 

（２）２－３の自己評価 

   教育研究に関わる学内意思決定機関の組織としては、各学部の教員が全て参加

する教授会に重きを置いており、事前調整組織も機能しており、大学の使命・目

的及び学習者要求に対応できるよう十分に機能している。  
 
 （３）２－３の改善・向上方策（将来計画） 

   全ての事項において、組織に属する教員全員の同意を得ることは大学に限らず

社会全ての組織で難しいことである。  
   しかしながら、大学を取り巻く急速な環境変化に対応するには、学長、学部長

のリーダーシップによる迅速な意思決定が求められる。  
   トップダウンで方針を強いるのではなく、学園及び大学のビジョンの的確な浸

透を図り、一層の意思疎通を図っていく必要がある。  
   そこで、各部署の長などで構成する大学企画運営会議及び学長、各学部長等で

構成する経営協議会を設け、調整を図っている。  
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[基準２の自己評価] 

   教育研究組織に関して、教育研究上の目的を達成するため、各学部と附属機関

を設け、教育上の関連性が深い教養教育の分野の充実を図ってきた。その一環と

して総合教養教育センターを設置し、各学部共通の幅広い教養を身につける科目

やキャリア教育の充実科目などを開講し、リベラルアーツとしての役割を果たし

つつある。しかし、科目設定や担当者の選任など組織としての決定権を持ってい

ないため、その独自性や効率化が図られていないのが現状である。  
これまで募集停止を行った工学部が果たしてきた地域貢献や学部内設備の利用

については、総合研究所の機能を活かした計画に移行しつつあるが、全学園的な

検討が遅れている。  
学内意思最高決定機関としての評議会、学士課程教育の基礎となる各学部の教

授会の規則改定を行い、大学方針の使命・目的遂行、および学生の要求に対応し

易くなった。また、その円滑な運用を目的として、部局長会議、大学企画運営会

議、大学経営協議会を整備し、教育研究組織の構成と意思決定過程の効率化が実

現した。  
 
[基準２の改善・向上方策（将来計画）] 

   各学部共通の教育研究組織に関する問題解決や効果的・効率的な運営を図るた

め、各管理部局の長で構成する大学企画運営会議、学長・各学部長で構成する大学

経営協議会の連携を深め、さらに調整や提案能力を向上させる必要がある。  
総合教養教育センターは、共通教育センターとして、各学部と同等の組織として、

管理及び教育支援機能の充実し、各学部の基礎となる教養教育、キャリア教育などを

各学部と調整の上、責任を持って構築できる体制を整える。  
さらに、教育研究組織として、学部の有効設備や人材の相互交流、地域貢献機能を

強化するために、総合研究所のこれまでの活動を継続しつつ、学園全体の組織として

の位置付けを明確にする。  
また、既存の教育支援組織（学習支援センター、FD 委員会、キャリアアドバイザ

ー、キャリアナビゲータ、学生スタッフなど）円滑な運用と効率化を目指した再編成

の調査、検討に着手する予定である。  
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【基準３．教育課程】 

３－１．教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

《３－１の視点》 

 ３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、

学部、研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。 

 ３－１－② 教育目標の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定

されているか。 

 ３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

  ３－１－① 

   本学は、『建学以来の「自律処行」の精神を養うことを目標として、学理の探求

による専門的知能と堅実な思想を身につけ、調和のある教育内容の充実を図り民

主社会に貢献できる人材の育成に努め時代の要求に応じた清新な学風を樹立す

る。』ことを教育目標として掲げている。  
この教育目標を具現化するために、学部、研究科の特色に応じてそれぞれ以下

のように学部別の人材育成方針、教育目標を設定している。  
1) 経済学部 

【人材育成方針】 

 経済学部及び経済・経営学科は、学是「自律処行」の精神に基づき、少人数

制によるキャリア支援教育、総合教養教育、経済学・経営学の専門教育を通じ

て、質の高い学士力を有し、多様化し複雑化する現代社会に適応できる、幅広

い職業人を養成することを目的とする。  
【教育目標】  
この人材育成方針の基に、以下に示す教育目標を設定している。  
¾ 自らを律する（自律）能力の涵養  
¾ 創造的発想能力の涵養  
¾ 総合的判断能力の涵養  
¾ 情報処理能力の涵養  
¾ 国際化に対応する能力の涵養  

 

2) 工学部 

【人材育成方針】 

自然科学の原理を理解し、さらに、これを科学技術として人類のために有効

的に応用できる方法を身につけ、社会の要請に即応し得る人材を育成する。  
【教育目標】  

    この人材育成方針の基に、以下に示す教育目標を設定している。  
¾ 総合教養科目と共通基礎専門教育科目によって、幅広い教養、理工学的な
ものの見方、および総合的判断力を養う。  
¾ 専門教育科目では講義だけでなく、この講義と関連性の高い実験・実習・
演習を重視した「実学教育」を行い、創造性と応用能力を高めるとともに、
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技術革新の著しい産業界に十分対応し得る専門的学力・技術を養う。  
 

3) スポーツ学部 

   【人材育成方針】  
    スポーツ学部及びスポーツ学科は、学是「自律処行」の精神に基づき、幅広

い教養を身につけ、かつ専門性を併せ持ったスポーツ指導者・健康づくり指導

者を養成することを目的とする。  
    併せて、自己理解の基に、他者との協調性、寛容性、社会性、コミュニケー

ション能力を育み、リーダーシップの取れる人材養成を目的とする。  
   【教育目標】  

この人材育成方針の基に、以下に示す教育目標を設定している。  
¾ 学是「自律処行」の精神を体現し、的確な判断力と高い徳性を有するスポ
ーツ指導者・健康づくり指導者養成のための教育を行う。  
¾ スポーツ技能向上に関する研究を推し進め、競技力向上、並びに高度のコ
ーチング・トレーニング理論の教授が可能な教育体制を構築する。  
¾ スポーツ外傷・傷害とリハビリテーションやトレーニングに関わる研究を
通して、競技者を支えることを目的にした教育を行う。  
¾ 青少年の発達段階に対応したスポーツ技能・体力向上・健康保持・増進を
目的とした研究を地域の教育機関と連携して推進する。  
¾ 国民の健康の保持・増進のための運動や高齢者の健康づくりについての研
究に基づき、質の高い教育指導を実現する。  
¾ インターンシップ等の学外実習や、市民参加型のスポーツクラブの展開な
どにより、地域社会に密着した活動を行う。  

 

4) 工学研究科  
   【人材育成方針】  
   ①博士前期課程（４専攻） 

     博士前期課程は、専攻分野における研究能力に加えて高度の専門性が求め

られる職業を担う能力を培うことを目的とする。  
    機械生産システム工学専攻：機械生産システムにおける高度な要素技術とシステム

技術の現況と未来社会の動向とを踏まえ、機械工学の基礎をバックボーンとし、多様

な個別のニーズに応えうる、高度で柔軟な思考力を持った目標達成型・開発型技術

を有する人材の養成。 

電子情報工学専攻：エレクトロニクスとコンピュータに関連する先端技術の基礎となる

材料、エネルギー、情報とそれらの計測・制御と、これらの要素を有機的に統合させ

総合的機能を発揮するシステム開発について、その利用技術を含め高度な専門知

識を有する人材の養成を目的とする。 

都市システム工学専攻：土木・建築構造物の基盤施設および都市・居住空間の整

備に関し、より高度な設計法、自然環境の保全・修復、資源の有効利用、アメニティ

ーの向上などについて高度な専門知識を有する人材の養成。 
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環境システム学専攻：生物資源・土地資源・水資源の持続的な利活用に関するシ

ステマティックな学びと技術の展開を図り、農学・工学的な手法と化学・生物学的な

手法を併せて用いることで、「環境と人類の共生」に関する広範な知識と高い思考能

力を有する人材の養成。 

   ②博士後期課程（２専攻） 

博士後期課程は，専門分野について，研究者として自立して研究活動がお

こなえ，また，高度の専門的業務において求められる問題解決能力およびそ

の基礎となる豊かな学識を培うことを目的とする。 

機械電子システム工学専攻：これからの高度技術・情報化社会、福祉社会及び環

境保全社会を見据え、「エネルギー」、「情報」、「生産」及び「新材料」に関する先端

技術に取り組み、特色ある教育研究を通して、課題解決のできる高度専門知識を有

する人材の養成。 

環境・都市システム工学専攻：環境と人類の共生について、広い視野から構造、

建設材料、建築などの社会基盤整備に係わる技術や工学と環境把握、生物・化学

的視点から教育研究を行い、環境との調和の下に、豊かな人間社会の創造に貢献

できる高度専門知識を有する人材の養成。 

   【教育目標】  
   ①博士前期課程（４専攻） 

機械生産システム工学専攻：機械工学の基礎を背景に、材料加工、エネルギ

ー変換、生産システムおよび材料・システム基礎工学の領域において、先進

的な教育研究を行う。  
電子情報工学専攻 ：新しい機能素子および電子デバイスとしての応用システ

ムの開発、利用法の向上に寄与するために、その基盤となる物質中の電子の

挙動とその制御方法を明らかにする電子物性に関する教育研究、また、電気

エネルギーの変換と制御を行う電気システムに関する教育研究、さらに、情

報処理に関する基礎理論や技術に関する教育研究を行う。  
都市システム工学専攻：先端的な研究の一端を担わせことにより、高度な知

識の修得と思考能力を高める教育研究を行う。 

環境システム学専攻：農業・農村地域の水質汚染、土壌の劣化・塩類化、地

下資源の過開発、地盤の沈下・陥没、大気振動・騒音などの環境破壊を回避

し、良好な環境の維持保全と自然環境と調和する広域生産・生活システムの

あり方について、工学・農学技術の立場から教育研究を行う。 

   ②博士後期課程（２専攻） 

機械電子システム工学専攻：博士前期課程の機械生産システム工学専攻およ

び電子情報工学専攻の融合によって形成されており，それぞれの専門分野の

特質を生かし，また，これからの高度技術・情報化社会，福祉社会および環

境保全社会を見据え，「エネルギー」，「情報」，「生産」および「新材料」に関

する先端技術に取り組み，特色ある教育研究を行う。  
環境・都市システム工学専攻：博士前期課程の都市システム工学専攻および

環境システム学専攻の融合によって形成された３つの研究領域から編成され，
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構造，建設材料，建築などの社会基盤整備に係わる技術や工学的視点からの

環境把握，生物・化学的視点からの環境把握に関する研究教育，また，工学

的な手法と生物・化学的な手法を密接に連携しながら適用することにより，

環境と人類の共生について広い視野に立った教育研究を行う。  
 

  ３－１－② 

   本学では、人材育成方針に基づく教育目標を達成するために、各学部および研

究科では以下のように取り組んでいる。 

1) 経済学部 

¾ 経済学・経営学の基礎を徹底的に教育し、外国語及び情報処理の基礎的能力
を育成する。  
¾ 科目選択の自由度を大幅に上げ、演習の場を活用して個別的指導を充実する
とともに双方向教育を実現する。  
¾ 総合教養科目体系と専門教育体系との有機的連関を確立する。  
セメスター制へ移行し、開設授業科目の適正化を図ることで、在学生は勿論

のこと社会人のニーズにも十分応えた学習機会を提供できるように履修様態

を弾力化する。  
2) 工学部 

¾ 自ら考え、判断させる教育  
¾ 幅広く深い教養及び学問の基礎を重視したカリキュラムの編成  
¾ 情報処理能力、表現能力など、学問の基礎となる能力の訓練  
¾ 関連する施設、設備や大学の学習環境の整備  
¾ 各分野の研究の進展  
¾ 学際領域への展開  
¾ 社会の多様化、複雑化などに対応して、内容の見直し、国際的な水準の維持  

3) スポーツ学部 

¾ 自己を理解し、的確な判断力に基づいた理性的な行動が可能なスポーツ指
導者・健康づくり指導者を養成する。  
¾ スポーツ指導者・健康づくり指導者にとって必要な他者との協調性、他者
に対する寛容性を培う。  
¾ スポーツ指導者・健康づくり指導者はボランティア活動と密接な関係を有
する。そこで積極的にボランティア活動を実践し、社会に貢献しうる人材

を養成する。  
4) 工学研究科 

¾ 素材産業から先端技術に関係する企業との積極的な交流，また , 企業が目
指す新技術の開発に協同で取り組むことにより、広い視野に立った高度な

専門知識を習得させる。  
¾ 北九州市のエコタウン計画に見られるように、工業化に伴う環境問題を解
決してきた事例を教育・研究に取り入れる。  
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以上の他に、建学の精神に基づく、学部のディプロマポリシー（DP）、カリ
キュラムポリシー（CP）、アドミッションポリシー（AP）について平成 20(2008)
年度に大学企画運営会議において検討するとともに，検討内容について学長お

よび学部長とも意見交換を繰り返し，これを以下に示すように策定した。策定

にあたっては、先ず「どの様な学生を育て上げるか」の DP を，次に DP を達成
するため「どの様な授業科目の配置を行い、どの様に教育を施していくか」に

ついての CP を検討し，最後に、これらの DP および CP を達成するために「ど
の様な学生を入学させ教育活動を展開していくか」の AP を検討した。また，検
討した DP，AP およびＣＰの内容に関して学部教授会において意見聴取を行い、
周知を図った。  
また、以下の建学の精神に基づく３つのポリシー（アドミッションポリシー

については、基準４に掲載）は、入学試験要項に明確に記し、受験生に対する

契約条件として位置付けている。さらに、理解しやすい表現にし、大学のポリ

シー発信を行なった。 

 

   【学位授与方針 (DP)】  
九州共立大学は、以下の目標を達成して卒業する学生に学位を授与する。 

1）社会人として自ら探求し、何事にも進んで取り組み、自らの責任で事が成
せる。  

2）職業人として豊かで幅広い心を持ち、実りある人生を送ることができる。 
3）社会人として人と向き合えるコミュニケーション能力、および職業人とし
ての基礎的な力を兼ね備えている。  

上記の大学の DP に、経済学部の DP として以下の項目を加える。  
1) 経済学および経営学 2 領域の学問体系の基礎を理解している。  
2) 知識基盤社会で活躍しうる「幅広い教養」、および卒業後も自律・自立し
て学修できる「生涯学習力」を身につけている。  

3) 職業を通して社会貢献できる力を身につけている。  
上記の大学 DP に、スポーツ学部の DP として以下の内容を加える。  
1）スポーツ指導者・健康づくり指導者として的確な判断力による理性的な行
動ができる。  

2）スポーツ指導者・健康づくり指導者として幅広い教養を持ち、他者との協
調性、他者への寛容性を身につけている。  

3）積極的にボランティア活動を実践し、社会に貢献できる。 
 
   【教育課程編成方針 (CP)】  
    九州共立大学としての CP 

九州共立大学は、学生が上記 DP（学位授与方針）の目標を達成できるよう、
以下に示す教育方針で教育課程を編成し科目を配置する。  

    1）自律・自立できる社会人の養成科目  
    2）社会人としての幅広い教養育成科目  
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    3）専門的知識と実践力を身につける科目  
    4）学問領域を超えた学際的な知識修得科目  

経済学部 CP 
経済学部は、上記大学 CP を以下の教育課程（科目編成）で具体化する。  
1）経済学および経営学 2 領域の基本知識修得科目  
2）経済学・経営学２領域にまたがる専門的知識の修得科目  
3）経済学・経営学専門分野の学修および資格取得科目  
4）上記１）～３）で学んだ知識の実践的学修科目  
これらの科目を通して「課題追求能力」「課題解決能力」「コミュニケーショ

ン能力」「実践力」「調整能力」を育む。  
スポーツ学部 CP 
スポーツ学部は、上記大学 CP を以下の教育課程（科目編成）で具体化してい

る。  
1）スポーツ指導者・健康づくり指導者として身につけるべき競技・健康・生
活・社会貢献全般についての知識修得科目  

2）スポーツにかかわる専門領域の知識修得科目  
3）各種スポーツの実技科目  
4）上記１）～３）で学んだ知識の実践的学修科目  
これらの科目を通して「協調性」「社会性」「リーダーシップ」「コミュニケー

ション能力」「礼節とマナー」「指導者能力」を育む。  
 
    これらの CP の実現に向けて、各学部学科にカリキュラム・コーディネーター

という職を設けた。シラバス作成時には、隣接科目間の調整業務や、到達目標

等の査読を行い、授業科目と CP、DP との関連性についても精査を行なってい
る。  

 
（２）３－１の自己評価 

   経済学部、工学部、スポーツ学部及び大学院工学研究科における教育目的・目

標は明確に定められており、その目標達成へ向けた教育を行っている。  
   上述のように、平成 20(2008)年度には、DP、CP、AP の策定を行い、入学生に

対して明確に示すのみならず、その実践面においても各教員がそれぞれの立場で

その実現に向けた取り組みを行っており特段の問題はないと判断する。  
しかしながら、この取り組み自体が学内に浸透しているとは言い難く、今後は

カリキュラム・コーディネーターの役を担っている教員を中心にして、大学教育

における到達目標を睨んだ授業展開、引いては学部・大学が目指す人材育成方針

へ結びつける教育を展開できるようになるための文化の醸成が今後益々必要とな

ってくる。  
経済学部は、今年度４月に１学部１学科で再スタートしたばかりで、それぞれ

の３つのポリシーを掲げた。しかし、新学部の教育内容・方法、資格支援の体制

に対する学生の周知、理解やサポートについては、今後、検討しなければならな
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い重要な問題と考えている。  
スポーツ学部の人材育成方針には、スポーツ指導者・健康づくり指導者養成の

ため教育を掲げている。したがって、設置においては、多くの関連資格（ジュニ

アスポーツ指導員、スポーツプログラマー、健康運動実践指導者、ADI、レクリ
エーション・インストラクター、社会教育主事、キャンプインストラクター、ア

スレティックトレーナー）を計画した。しかし、アスレティックトレーナーにつ

いては、設置当該年度に関連協会の基準変更がなされ、準備段階で構築した科目

の変更を余儀なくされ、設置 2 年後にようやく認可された。この遅れに対応する
ため、上記資格に加えて、新たにトレーニング指導者、健康運動指導士を申請し

た。これらのことによって、高学年に資格関連科目が集中し、時間割作成と学習

時間確保が厳しい状況に陥った。  
 （３）３－１の改善・向上方策（将来計画） 

   大学全体の教育目標、学部・研究科毎の教育目標及び DP、CP、AP について適
切に周知されてはいるものの、上述したとおり組織的な取組みとしては完全とは

言い難い。  
   今後は、教授会において一層の意志徹底と浸透を図る必要がある。そのために

は、日々の FD 活動における啓蒙活動、授業評価アンケート等による学生からの

評価を分析しつつ指導が必要な教員への適切な助言を FD 委員会を通して行って

いくとともに、旧態依然の大学教育では太刀打ちできない時代にきていることを

構成員誰もが認識することが可能な大学文化を研修会等を通して醸成していく。  
   経済学部では、卒業までの授業科目の履修順序を系統図化して、入学直後のガ

イダンスで配布し、その説明をしなければならない。また、コース配属方法につ

いては、学生の所属希望コースをアンケート方式で把握しながら、教員とのコミ

ュニケーションを図り、進めていく。さらに、資格支援では、コース特講、学習

支援センター開講科目、キャリアデザイン科目の 3 分野の科目配置によって、サ
ポートを強化し、全員に「経済学検定」「経営学検定」を受験させ、就職につなが

るモチベーションの維持・継続を図っていく。  
   スポーツ学部では、教員免許（保健体育）に加え、多くの取得可能資格（受験

資格）を有している。自己評価に記述した問題解決のため、今後、同様な資格に

ついて整理を行い、開講科目の検討及び年次配置を検討し、できるだけ学生が希

望する資格の取得に向けて、教育課程の再編成や授業以外の支援体制を強化して

いく。  
 
３－２．教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されている

こと。 

《３－２の視点》 

 ３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

 ３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容になっているか。 

 ３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

 ３－２－④ 年次別履修科目の上限と進級・卒業・修了要件が適切に定められ、適
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用されているか。 

 ３－２－⑤ 教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効

に活用されているか。 

 ３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

  ① 本学の各学部における教育課程編成は、全学共通（経済学部・工学部・スポ

ーツ学部）として総合教養科目が配置されている。  
    総合教養科目は、表 3-2-3 に示すとおりに分類され、体系的な学びが可能とな

るよう配置されている。  
    また、所属学部の科目に縛られることなく幅広い教養を身につけるという観

点から他学部の専門教育科目を履修できるよう自由選択科目を配置している。  
    工学部においては、専門教育科目へ繋がるための前段階として共通基礎専門

教育科目が配置され、各学科の専門教育科目を学ぶ上での基礎的な科目を履修

する仕組みが構築されている。  
    さらに、専門教育科目は各学部の専門教育を配置し、経済学部では 84 単位、

工学部では 74 単位、スポーツ学部では 84 単位配置している。  
    平成 19(2007)年度からは、経済学部にキャリアデザイン科目を配置し、DP

を見据えた教育課程の編成をおこなった。  
    大学企画運営会議において、大学、学部については、人材育成ニーズに応じ

定期的に点検、評価し、専攻及び学科の見直し、資格取得のためのニーズに応

える新カリキュラム充実に向けた検討を続けている。  
   
  ② 経済学部、工学部、スポーツ学部とも、３－１で記した CP（カリキュラム編

成方針）に則し、適切に科目区分及び配置を行っている。  
なお、各学部 FD 委員会および教務委員会の支援のもと、授業の内容とその

編成をチェックする目的でカリキュラム・コーディネーターを配置し、シラバ

スと授業内容の整合性、同一科目複数クラス編成授業の統一性について検討し

ている。また、FD 委員会主導の基、３学部共通の学生による授業評価アンケー
トを実施し、適切な授業内容が実施されているかの調査を行っている。  

 
  ③ 経済学部、工学部、スポーツ学部とも、新入生ガイダンス時に年間スケジュ

ールをプリント配布して適切に指示している。なお、在学生に関しても同様の

措置を施し学生に周知している。また、ホームページにも年間スケジュールを

掲載しており運用に関しても特段の問題はない。  
大学設置基準に基づき、15 回授業を完全実施し、出席管理システムの導入に

より学生の自己管理、教員による修学指導の徹底、保護者と連携強化を図って

いる。  
 
  ④ 経済学部、工学部、スポーツ学部とも、学生便覧中に履修規程を掲載してガ

イダンス時に履修上限について指導を行っている。  
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    また、履修規程の条文だけでは学生に理解しづらい箇所もあることから、各

学部において履修ガイドを作成し、新入生・在学生の教務ガイダンス時にその

部分を補い学生へ意図が的確に伝わるよう配慮している。  
【経済学部の進級・卒業要件】  

経済学部の旧カリキュラムでは、「3 年次より 4 年次に進級するためには、演
習Ⅰ（4 単位）を含めて 74 単位以上の単位を修得しなければならない。」（経済
学部履修規程第 15 条）と定め、卒業要件としては、キャリアデザイン科目 6 単
位、総合教養科目 30 単位、自由選択科目 12 単位、専門教育科目 76 単位を修得
し合計 124 単位を卒業要件としている。  
また、平成 21(2009)年度からの経済学部の新カリキュラムでは、「2 年次から

3 年次に進級するためには、40 単位以上の単位を修得しなければならない。」（経
済学部履修規程第 22 条）とし、進級要件を下げることにより、早い段階で履修
に問題のある学生を発見し、的確な履修指導が可能となるよう規程の変更を行

った。  
【工学部の進級・卒業要件】  

平成 14 年度までの入学生には、「（1）1 年次において、15 単位以上を修得し
なければ 2 年次への進級を認めない。（2）2 年終了時において、70 単位以上を
修得しなければ 3 年次への進級を認めない。」（工学部履修規程第 28 条）と定め
ていた。また、工学部履修規程第 29 条において、「卒業研究は、1 年次から 3
年次までの配当科目の中から、3 年次終了時点で必修及び選択科目を合わせて
105 単位以上修得し、かつ、当該学科の定める要件を満たしていなければ履修
申告できないものとする。」と定めていた。  

    この要件であれば、1 年次から 2 年次への進級時点、2 年次から 3 年次への進
級時点において要件を満たせない学生に留年を強いることとなり、退学へ結び

つける要因となることから、平成 15 年度入学生よりこの規程を撤廃した。その
際、学科の教員で学生履修指導を密に行うことを条件とした。よって、現在、

工学部に進級要件は存在しない。  
    卒業研究着手要件は、従来までの工学部履修規程第 29 条が残っており、3 年

次終了までに 105 単位以上修得していなければ卒業研究に着手できないことと
なっている。  

    卒業要件は、総合教養科目 30 単位、自由選択科目 10 単位、共通基礎専門教
育科目 16 単位、専門教育科目 74 単位、合計 124 単位を卒業要件としている。  

【スポーツ学部の進級・卒業要件】  
「2 年次から 3 年次に進級するためには、2 年終了までに開講されたすべての

必修科目のうち 20 単位以上修得し、かつ、取得総単位数が 50 単位以上なけれ
ばならない。」（スポーツ学部履修規程第 22 条）と定めている。また、3 年次終
了までに、総合教養科目、自由選択科目及び専門教育科目の中から 90 単位以上
修得していることが卒業見込みの条件である。（スポーツ学部履修規程第 23 条） 

    さらに、卒業研究受講条件として、スポーツ学演習Ⅰ及びⅡの単位を修得し

ていなければ履修することはできないと定めている。（スポーツ学部履修規程第
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24 条）  
    

履修上限単位数は、下表のとおりである。  
  表 3-2-1 学部別の履修上限単位数  

学部  1 年次  2 年次  3 年次  4 年次  
経済学部 (06,07) 50 単位  50 単位  60 単位  60 単位  
経済学部 (2008) 50 単位  50 単位  50 単位  50 単位  
経済学部 (2009) 48 単位  48 単位  48 単位  48 単位  
工学部  48 単位  48 単位  48 単位  48 単位  

スポーツ学部  50 単位  50 単位  50 単位  50 単位  
 

⑤ 平成 21(2009)年度入学生から、GPA 制度の導入を行った。それに伴う評価の
新旧対照表は下表の通りである。  

GPA 制度の導入にあたり、科目毎の成績評価基準を明確にする必要があるた
め、平成 21(2009)年度のシラバスから成績評価基準欄の記載事項について、カ
リキュラムコーディネーターがチェックを行っている。当然のことながら、そ

れ以前から成績評価基準について曖昧にしていた訳ではなく、今年度から一層

慎重に取り扱うこととした。  
また、平成 20(2008)年度後期より、スポーツ学部においてトライアル的にゴ

ーイングシラバスを導入した。このゴーイングシラバスは、学年始めに学生へ

配布するシラバスを補完することを目的とし、各回の授業終了後速やかに当該

授業の要点を WEB 上に掲載し、次回の授業への教室外学習の指示を行う役割、
当該授業を病気等で欠席した学生に対して学習の指示を与えるなど、現在はこ

のような形で運用されてきた。  
平成 21(2009)年度からは、このゴーイングシラバスを全学部に適用し、運用

が開始された。  
GPA 制度導入においては、優秀な学生に対し、福原学園独自の奨学金制度を

始めとする多くの奨学金支給に至るまでの査定や、学長表彰制度対象学生の査

定など、頑張っている学生の士気向上に活用すること以外に、教職課程履修生

の教育実習の質の確保の観点から今後はその査定にも活用する計画である。  
  表 3-2-2 

新（2009～）  旧（～2008）  
評価  GPA 点数  評価  点数  
秀  4.0 100～90 
優  3.0 89～80 

優  100～80 

良  2.0 79～70 良  79～70 
可  1.0 69～60 可  69～60 
不可  0 59 以下  不可  59 以下  
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  ⑥ 前掲【①の視点】においても記したように、「自由選択科目」を平成 18(2006)
年度より設定し、学部ごとに卒業要件設定単位を設けている。  

    この自由選択科目は、所属学部の枠にとらわれず選択の幅を広げることを目

的として設定された科目群である。また、これまで卒業要件単位とは別で資格

取得に関わる科目の単位を修得していたものを、学生の負担を考慮し卒業要件

単位として認めるための配慮でもある。  
    このことが原因で、資格取得を目指さない学生の負担が増えてしまったこと

から、他のカテゴリーで超過して取得した単位をこの自由選択科目として認め

る措置をとった。  
   その他、経済学部では、平成 20(2008)年度より、カテゴリーを新設し、キャリ

アデザイン科目群を設定した。それまでは、専門教育科目の中に配置していた

キャリアに関する科目を見直し、独立させたものであり、要卒単位 124 単位の
うち６単位を修得する必要がある。  

    その中でも、「キャリア基礎演習 A」「キャリア基礎演習 B」各 1 単位は必修
科目として設定し、４年間の学生自身のキャリア設計に関する内容を考えさせ

る科目として配置した。近年、小中高等学校におけるキャリア教育の重要性が

叫ばれるようになり、これらのカリキュラムとの関係性を考慮しつつキャリア

デザイン科目の在り方についても検討を行うこととする。  
    なお、平成 22(2010)年度からは、スポーツ学部にもキャリアデザイン科目群

を新設する構想があり、現在その構築へ向けた作業を行っているところである。 
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表 3-2-3 

備考

備考
ことばと文化 2単位以上
歴史と社会 2単位以上
人間と環境 2単位以上
総合科目 2単位以上

英語
ドイツ語
フランス語
中国語
韓国語
日本語

実技科目
講義科目

工学部はH20より募集停止

工学部のみ

経済学科 経営学科 備考
基礎科目 16単位 8単位
演習科目 14単位 14単位

6単位

コース選択科目 20単位 16単位

共通選択科目

28単位
ただし、コース
選択科目で20
単位以上修得
した単位を含
む。

46単位
ただし、コース
選択科目で16
単位以上修得
した単位を含
む。

84単位 84単位

必修 選択 備考

エコエネルギーコース 50単位 24単位

ロﾎﾞﾃｨクスコース 50単位 24単位

エアロスペースコース 50単位 24単位

情報メディアコース 35単位 39単位

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝコース 37単位 37単位

シビルﾃﾞｻﾞｲﾝコース 42単位 32単位

エコｻｲｴﾝｽコース 38単位 36単位

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝコース 48単位 26単位

住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝコース 52単位 22単位

インテリアﾃﾞｻﾞｲﾝコース 52単位 22単位

備考

必修

選択

専攻領域科目

他領域科目

経済学部のみキャリアデザイン科目 ６単位以上

区分 要卒単位数

84単位

ス
ポ
ー

ツ
学
部
専
門
教
育
科
目

全学部共通

区分 単位数

小計

30単位

10単位

16単位

8単位

10単位

10単位

基礎科目

専門科目

卒業研究科目

スポーツ実技科目

学科・コース区分

工
学
部
専
門
教
育
科
目

小計 74単位

メカエレクトロニクス学科

情報学科

環境土木工学科

建築学科

経
済
学
部
専
門
教
育
科
目

学部別要卒区分一覧表

選択必修科目

選択科目

小計

区分

必修科目

共通基礎専門教育科目 16単位以上

区分 要卒単位数

小計 30単位以上

総
合
教
養
科
目

12単位以上教養コア科目

8単位以上言語教育科目

自由選択科目 経：12、工：4、ス：10

情報教育科目 2単位以上

健康教育科目 2単位以上
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（２）３－２の自己評価 

① 教育課程の体系的な編成に関しては、概ね適切であると判断するが、スポーツ

学部における授業科目の配置は、基礎専門科目から専門科目へと体系的に編成

されているものの、資格取得に係る専門科目の履修が３・４年次に集中してい

るため、来年度以降、履修年次の見直しが必要である。  
② 各学部とも、CP に添った科目編成、授業内容であり、概ね適切であると判断
する。ただし、カリキュラム・コーディネーター制度を始めたばかりで、シラ

バスの授業概要や到達目的の記載事項のチェックに留まり、成績評価基準やカ

リキュラムポリシーとの厳密な対応など本格的な活用に至っていない。  
③ 年間行事予定、授業期間に関する周知は、学年始めのガイダンス時に年間行事

予定表を個人に配布し説明を行っている。また、Web 上にも年間行事予定を掲
載しており、特に問題ない。しかし、当初提示された行事予定に沿った予定授

業回数の実施が、教員の学外業務や研究発表等での休講、それによる補講で計

画どおりに行われないケースもあり、授業優先の方針を大学全体で周知徹底す

る必要がある。  
④ 進級、卒業、終了に関に関する要件設定は、各学部の履修規程、履修ガイドに

適切に記されており、且つ、ガイダンス時に時間をかけた説明を行っており問

題ない。一方、年次別履修科目の上限設定は、大学設置基準に示す 1 単位 45
時間の規定に基づけば適切な上限単位設定とはなっていない。今後は、上限単

位設定をもう少し少なくしたうえで、１科目の学習に当てる時間確保に努める

必要性を感じている。  
⑤ GPA 制度の導入に伴い、成績評価基準を明確にし、各科目に関してはシラバス
に明記した。シラバスの執筆に関しては、授業概要、到達目標、15 回に亘る授
業計画は勿論のこと、教室外学習の指示欄を設けており、1 単位 45 時間が意図
することを教員各自に認識させる取り組みを行った点は評価できる。一方、GPA
制度に関しては、本格的な運用とまではいかず、現時点では 2009 年度入学生
のみ適用しており、今後の活用について一層の検討が必要であることは理解し

ている。既に、GPA に関して、100 点を取った学生と 90 点を取った学生が同
じ 4.0 ポイントで評価されることから、評価ポイントの更なる細分化も今後の
課題として浮上している。ゴーイングシラバスの全学部実施はできたものの、

各教員１科目で利活用に必要な全科目に適用する状況は実現できていない。学

生授業評価アンケートの積極的な活用同様、課題となっている。  
⑥ 自由選択科目の設置に関しては、他学部他学科が提供する科目を学生自身の興

味・関心に応じて選択し、視野を広げるという観点からと、資格取得を目指す

学生への負担軽減と言う配慮から生まれてきた制度であるが、工学部の学生募

集停止に伴う学年進行上の科目削減の影響で、選択の幅が狭まり、本来の趣旨

を達成できない状況に陥ってしまっていることに関しては、今後の検討材料と

して受け止めている。  
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 （３）３－２の改善・向上方策（将来計画） 

   全教員に学習支援センター活動を義務付け、最低１コマを学習支援センターで

「やる気支援」、「理解度支援」を行うようにしている。今後もより一層、学習支

援に力を入れる必要がある。  
成績評価基準を早急に作成し、学生に到達目標を明確に示すとともに、シラバス

との関連性も検討し、教員の共通理解のもと厳正に運用しなければならない。  
また、学生授業評価アンケート結果に基づいた授業改善、ゴーイングシラバス

の利用拡大を FD 委員会で取り組み実行する。  
工学部では、募集停止の影響が教育課程に支障をきたすことが無いよう、また、

単位修得不足の学生に対して不安を与えないようしなければならない。そこで、

今後、単位修得が滞ることなく実施できるように、学生の履修状況及び次年度以

降の履修計画を把握するキャリアアドバイザーによる事前面談を計画している。

これらの結果は、学部教務委員会及び教務部でまとめ、次年度の時間割や担当教

員配置に役立てる。  
 

[基準３の自己評価] 

   中教審答申に謳われている学士課程教育における方針の明確化、入学者の受入

れの方針に関連して、FD 研修会などを参考にディプロマポリシー、カリキュラム
ポリシー、アドミッションポリシーを大学の基本理念→学士課程教育の構築→募

集受入れ方針を順に現状の見直しを行うとともに、教育研究組織全体で共有化を

図り、教育方法の反映に努めた。また、それぞれのポリシーに対応した教育課程

とするため、急遽、カリキュラムコーディネーター制度や FD 委員会でのチェッ

ク体制を構築した。しかし、現状ではその効果は十分に得られておらず、更なる

研修や作業の検討が必要である。  
教育過程の編成方針の充実を図るための、教務委員会の見直しを行い、年度始

めに、教育課程編成に関して年間計画や基本方針を明確に示し、学士課程教育を

基本とした各学部の編成過程の共通化を図った。成績評価については、教務委員

会の中に成績評価基準のワーキンググループを設け、導入している GPA 制度の運
用を含め検討を始めた。しかし、実質的な成績評価基準づくりに関する検討は行

われていない。なお、教育課程実施のサポートとして、既存の学習支援センター

の支援体制に全教員が参加する体制を整え、授業時間以外のサポートに力を入れ

た。  
また、教育課程実施のチェック体制として、FD 委員会機能を強化し、ゴーイン

グシラバスの実施や学生授業評価アンケートの積極的な活用で、授業へのフィー

ドバックサイクルを早め、学生への対応体制が以前に比べ迅速な対応が可能とな

った。  
 

[基準３の改善・向上方策（将来計画）] 

   教育課程構築に関連する教務委員会、FD 委員会、学習支援センターなどを通じ
各学部と協力しながら DP、CP、AP を実践する活動を推し進める。必要に応じて、
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単位制度の実質化に関連する授業時間の確保、成績評価の厳正化に対し、タスク

チームで検討し、教育研究組織での施策実施や周知徹底を図る。さらに、中教審

答申の目的の一つである授業以外での学習時間確保を僅かでも増やす取り組みを

考え、実施する。  
また、義務化された FD 活動の目的を認識し、より良い教育課程構築にむけて、

その活動を有効活用する。フィードバックアンケート結果をこれまで以上に授業

改善に向け利用するシステムを作り上げ、教職員及び学生がともに考えるより良

い授業構築を試みる。  



 26 

【基準４ 学生】 

 ４－１. アドミッションポリシー（受け入れ方針・入学者選抜方法）が明確にされ、

適切に運用されていること。 

《４－１の視点》 

 ４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

 ４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学要件、入学試験等が適切に運

用されているか。 

 ４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学

生数並びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

 （１） 事実の説明（現状） 

本学では、基準３で述べたディプロマポリシー（DP）、カリキュラムポリシー（CP）
に併せた形で、アドミッションポリシー（AP）を定めている。 
この３ポリシーは、建学の精神である『自律処行』の精神を具現化するために制

定したものであり、何れも相互に関連するものとして位置付けている。 

アドミッションポリシーについても、他のポリシー同様、大学としての AP を制定
し、その基に学部毎の AP を、さらに入試区分毎の AP を明確に定め、入学試験要項
に記載して入学生に対しどのような人材を本学が求めているのかについて説明を行

っている。 

 

 1) 経済学部 

 《教育理念・目標、人材養成方針の明確化および教育方針の策定》 

平成 20 年 6 月 30 日に経済学部 経済・経営学科の設置届出書を文部科学省へ提出
するに際し、学部学科の設置の趣旨について明確に示した。本学では、設置構想時

から人材育成方針および教育方針の策定に関して協議を重ね、経済学部 経済・経営

学科の設置届出書に以下の人材育成方針を記載した。 

 

【経済学部 経済・経営学科の人材育成方針】 

多様な目的意識を有する学生に、経済学領域、経営学領域の基礎を習得させる

とともに、知識基盤社会において必要な「課題探求能力」、「総合的判断能力」、「問

題解決力」及び、「コミュニケーション能力」、「実践力」、「調整能力」を有する人

材を育成する。 

 

この人材育成方針を基に教育理念・目標は以下のように定めている。 

 【経済学部 経済・経営学科の教育理念・目標】 

学是「自律処行」にのっとり、自らを律して行動できる自己管理能力、課題発

見と解決能力、総合的な判断能力、コミュニケーション能力をあわせ持つ人材、

生涯にわたって学修し社会を支え改善していく人材の養成をめざす。 

 

さらに上記の教育理念・目標に基づき、新設の経済・経営学科の教育方針を以

下のように定めた。 
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 【経済学部 経済・経営学科の教育方針】 

入学時に専門学科への所属が決定されることによる弊害を改善し、隣接領域で

ある経済学と経営学の２つの領域を融合させ、初年度における学びの広さを学生

に保障します。また、専門教育課程に進級する前には、それぞれのコースの専門

性と自己の適性とのマッチングがはかれるよう、コース入門演習を設けています。

また、学生が自立的に将来を展望し、必要な知識とスキルを身につけて社会に飛

び出していくことができるよう、「幅広い職業人養成教育」、「総合的教養教育」を

学科教育の中心的課題としています。 

 

《入学者選抜方針の決定、および入試区分毎の選抜方針の見直し》 

 上記の教育理念・目標、人材養成方針および教育方針を具現化するために、入学

者選抜方針を以下のように策定した。 

1. 経済学、経営学を積極的に学習する意欲と素養を有する者。 

2. 学生「自律処行」の精神を体現し、課題発見および総合的な判断能力、コミュ

ニケーション能力を修得しようとする者。 

3. 経済学部の教育理念、人材養成方針に賛同する者。 

 

そのうえで、入試区分毎に入学者選抜方針の見直しをおこなった。内容は以下の

とおりである。 

〈一般入試〉 

本学の教育方針に賛同し、自ら出願してきた方々を対象に、国語と英語の入学

試験をおこないます。基礎学力を確認して、入学後に経済学や経営学の基礎知

識・専門理論を修得し、問題発見力や解決力を身につけ、即戦力として活躍し、

地域社会に貢献できる社会人として育っていくことができる人材を受け入れま

す。 

〈一般推薦入試〉 

出身学校長から学業成績・人物ともに優秀と認められて推薦された方々と個別

面接をおこない、将来の夢や希望、経済学部で学びたいことなどを話していただ

き、勉学に対する意欲、生きることへの熱意、コミュニケーション力などを確認

します。 

〈スポーツ推薦入試〉 

個別面接のほかに、実技試験をおこなって各種スポーツにおける実力をはかり、

本学・学部の活性化に寄与できる人材、将来はスポーツ精神を活かし有能な社会

人として活躍できる人材を受け入れます。 

〈面談方式のＡＯ入試〉 

本学部の教育理念や人材育成方針に賛同し、積極的な学習や成長を求めて出願

してきた方々と個別面談します。今までにおこなってきたことを積極的にアピー

ルしていただき、入学後にその実績をどのように活かすのか、何をやりたいのか

などの抱負を参考にして、個性的で意欲的な人材を受け入れます。 

〈実技方式のＡＯ入試〉 
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実技試験をおこなって各種スポーツにおける実力を確認し、入学後、大学・学

部の活性化に寄与できる人材、スポーツを通じて身につけたさまざまな能力を活

かして、社会に貢献できる人材を受け入れます。 

〈特別選抜入試〉 

「社会人入試」「外国人留学生入試」に区分しています。ともに、本学の教育方

針に賛同し、さらなるスキルアップを求めて出願する方々に個別面接をおこない

ます。本学を志望した理由や経済・経営学を学んで何をやりたいのかなどを語っ

ていただき、適性や勉学への意欲などをはかり、本学の活性化に寄与できる人材

を受け入れます。 

 

2) スポーツ学部 

 《教育理念・目標、人材養成方針の明確化および教育方針の策定》 

         スポーツ学部は平成 18 年 4 月に開設された学部である。以後、設置認可時(平成

17 年 12 月)の学部学科の設置趣旨に基づき、一貫したポリシーにより学部運営をお

こなっており、以下に具体的に示す。 

 

 【スポーツ学部 スポーツ学科の人材育成方針】 

1. 自己を理解し、的確な判断力に基づいた理性的な行動が可能なスポーツ指導

者・健康づくり指導者を養成します。 

  2. スポーツ指導者・健康づくり指導者にとって必要な他者との協調性、他者に対

する寛容性を培います。 

  3. スポーツ指導・健康づくり指導はボランティア活動と密接な関係を有します。

そこで積極的にボランティア活動を実践し、社会に貢献し得る人材を養成しま

す。 

  4. 幅広い教養、ならびに外国語運用も含む他者とのコミュニケーション能力を有

した、国際社会で活躍できる職業人を養成します。 

 

上記の人材育成方針を基に教育理念・目標は以下のように定めている。 

 【スポーツ学部 スポーツ学科の教育理念・目標】 

1. 学是「自律処行」の精神を体現し、的確な判断力と高い徳性を有するスポーツ

指導者・健康づくり指導者としての人間力養成のための教育をおこないます。 

2. スポーツ技能向上に関する研究を推し進め、競技力の向上、ならびに高度のコ

ーチング・トレーニング理論の教授が可能な教育体制を構築します。 

3. スポーツ外傷・障害とリハビリテーションやトレーニングに関わる研究を通し

て、競技者を支えることを目的とした教育をおこないます。 

4. 青少年の発達段階に対応したスポーツ技能・体力向上・健康保持・増進を目的

とした研究を地域の研究機関と連携して推進します。 

5. 国民の健康の保持・増進のための運動や高齢者の健康づくりについての研究に

基づき、質の高い教育指導を実現します。 

6. インターン等の学外実習や、市民参加型のスポーツクラブの展開などにより、
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地域社会に密着した活動をおこないます。 

 

《入学者選抜方針、および入試区分毎の選抜方針》 

上記の教育理念・目標および人材育成方針を具現化するための入学者選抜方針

は以下のとおりである。 

ⅰ スポーツ指導・健康づくり指導の理論や実践に関する素養を有する者。 

ⅱ 外国語運用も含む他者とのコミュニケーション能力に関する素養を有する者。 

ⅲ 積極的にボランティア活動を実践し、社会に貢献する意欲がある者。 

ⅳ スポーツ指導者・健康づくり指導者になるために自ら学ぼうとする意欲を持つ

者。 

ⅴ 他者の協調性、他者に対する寛容性を培う意欲を有する者。 

ⅵ スポーツ学部の教育理念・目標、ならびに人材育成方針に賛同し、学習する意

欲を強く有する者。 

 

     入試区分毎の選抜方針は、上記の入学者選抜方針の中で特に重視する項目をあ

げる形で策定している。 

〈一般推薦入試〉 

Ⅰを重視して選抜します。この入試は実技方式と学力方式に区分されますが、い

ずれも面接・課題作文を含んでいます。これはⅲ、ⅳ、ⅴを重視したものです。両

方式の違いは下記のとおりです。 

¾ 実技方式（実技、面接、課題作文）はⅰにおける実践面での素養を有する者を
選抜します。とくに高い実技力を有する者が入学することは、大学の持つ競技

の専門性が高いと評価されるため、実技力の高い受験生を選抜・確保します。 

¾ 学力方式（「国語、英語、数学」より 1 科目選択、面接、課題作文）では基礎

学力試験を課しますが、学力選抜をおこなうことを目的としたものではなく、

入学者選抜方針①における理論面の素養を有する者を早期に選抜するもので

す。特に、指導者として必要な指導法を理論的側面から追求する素養を有する

者を選抜することを目的としています。 

〈特別推薦入試〉 

「系列校推薦入試」「指定校推薦入試」「同窓生子弟・子女推薦入試」に区分され、

入学者選抜方針ⅲ、ⅳ、ⅴを重視した選抜をおこないます。 

〈一般入試〉においては運動・スポーツ、およびそれらと健康との関係に強い関

心があり、スポーツ指導者・健康づくり指導者になる意志と基礎学習能力を兼ね備

える者を選抜します。この入試にはⅠ期とⅡ期があり、それぞれに下記のような違

いがあります。 

¾ 一般入試Ⅰ期【学力方式】（国語、選択科目：「英語、数学、生物、物理」）は、
入学者選抜方針①の理論面に関する素養を重視すると同時に、ⅱ、ⅳを重視し

たものです。 

¾ 一般入試Ⅰ期【体力テスト併用方式】（国語、体力テスト）は、入学者選抜方
針ⅰの実践面の素養、ならびに②における日本語コミュニケーション能力に関
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する素養を重視します。 

¾ 一般入試Ⅱ期【学力方式】（国語、選択科目：「英語、数学、生物、物理」）に
おいては、入学者選抜方針①の理論面に関する素養を重視すると同時に、ⅱ、

ⅳを重視します。 

¾ 一般入試Ⅱ期【実技方式】（実技、課題作文）においては、入学者選抜方針ⅰ、
ⅱを重視します。 

〈大学センター試験利用Ⅰ期・Ⅱ期〉 

国語、英語、選択科目「地理歴史、公民、数学、理科」の得点によって選抜を

おこないます。この入試では、入学者選抜方針ⅰ、ⅱ、ⅳを重視します。 

〈ＡＯ入試〉 

「Ⅰ期・Ⅱ期（オーディション方式、レポート方式）」ともに入学者選抜方針⑥

を重視した入試であり、スポーツ学部の教育・研究理念、ならびに人材育成方針を

積極的に受け入れて学習しようとする学生を選抜するものですが、特に以下の選抜

基準のうち１つ以上満たす者を選抜します。 

¾ 高い競技力を有し、入学後に当該スポーツ種目において活躍の期待できる者。 
¾ 保健体育教員、プロ・実業団コーチ、地域スポーツクラブ（総合型スポーツク
ラブなど）のコーチ、アスレチック・トレーナー、スポーツクラブインストラ

クターを強く志す者。また地域スポーツクラブ等の組織の運営に興味・関心の

ある者。 

¾ 体育学、体育科教育学、スポーツ科学などに興味・関心をもち、卒業後にそれ
らの学問を継続して研究する意欲のある者。 

¾ 授業およびクラブ活動等において高いリーダーシップを発揮することができ、
他の学生の模範となる素養を有する者。 

 

   このような選抜の方針に基づき、受け入れた学生に対し教育環境確保のため、収容

定員と入学定員及び在籍学生数並びに授業を行う学生数は以下のとおり管理してい

る。 

   平成 21(2009)年度の大学全体の入学定員数は、経済学部 400 名、スポーツ学部 250
名の計 650 名である。  

   経済学部の入学者は 287 名であり、入学定員 400 名に対して 113 名定員を満たすこ
とが出来なかった。率に直すと 71.8％である。  

   一方、スポーツ学部の入学者は 278 名であり、入学定員 250 名に対して 28 名超過
した。率に直すと 111.2％となる。  

   大学全体で見ると、入学定員 650 名に対して、565 名の入学者である。率に直すと
87％となり、経済学部の未充足分をスポーツ学部で補っている形となる。  

   福岡地区それも、鹿児島本線沿線は、九州の中でも大学激戦区であり、少子化が進

むこの時代において本学の状況は良好とは言い難いが、入学定員確保のための努力が

今後一層必要である。  
   次に収容定員管理に関しては、平成 21(2009)年 5 月 1 日現在、経済学部の在学生総

数が 1,285 名、学生募集停止を行った工学部が 251 名、スポーツ学部が 1,067 名であ
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る。  
   学生募集停止を行った工学部を除外して考えると、大学全体の収容定員が 2,550 名

であることから、収容定員充足率は、92.2％となる。  
   また、授業を行う学生については、基本的には少人数教育を行っており、１・２年

次配当科目である教養教育科目のうち講義科目は 150 名の定員設定を行っている。ま
た、情報教育科目に関しては、PC 教室の収容定員の関係から同一科目複数クラス開

講が基本となっており、特段の問題はない。  
 

 （２）４－１の自己評価 

経済学部、スポーツ学部ともに教育理念・目標を見直してより具体化し、それを

具現化する人材育成方針を策定したこと、その人材育成方針にかなう入学者選抜の

ための方針を定めて実践に努めたことは評価できる。しかしながら、経済学部にお

いては志願者の急減、スポーツ学部においては競合校との志願者の争奪により、必

ずしも入学者選抜方針とおりの学生が確保できていない。入学者選抜方針に見合う

学生をいかに確保するかが、大学・学部の教育理念・目標を達成するための課題と

して挙げられる。 

 

（３）４－１の改善・向上方策（将来計画） 

上記（２）に挙げた課題に向けて、平成 21 年度入試においては、特に経済学部に

おいて志願者の確保とともに質の高い学生の選抜を目的に、特定の入試区分に奨学

生制度を設け、あるいは特典を受けることのできる入試区分の追加をおこなった。

具体的な内容は以下のとおりである。 

1. 福岡県、山口県限定で指定校推薦入試合格者に対する入学金免除制度を設けた。 

2. 一般推薦Ⅰ期・Ⅱ期入試において上位成績で合格した者について、入学後に課す

条件を受け入れることで奨学生として採用し、授業料半額免除(4 年間)の特典を付

与する制度を設けた。 

3. 新たに「学力特待生入試」の区分を設けて、学力の高い生徒を一定の条件のもと

に奨学生として採用することで、質の高い学生の確保をはかった。 

 

  スポーツ学部においては、これまでの質の高い学生を確保するという方針を堅持

しながら、競合校との差別化を明確にするために、入試区分・内容の再検討、入学

後の学生の教育および卒業後の進路サポートを充実させる方策をさらに進める。ま

た、両学部とも大学の「やる気支援サポート」などと連携しながら、面倒見がよく

達成感のある学生生活を送ることのできる大学・学部としての認知をはかる。 
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 ４－２．学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－２の視点》 

 ４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

 ４－２－② 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切

に整備されているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

   本学では、平成 15 年５月から学習支援センターを学内に設置し、学生の学習支
援体制を整えている。  
学習支援センターの設置目的は、多様な学習支援サービスを学生に提供するこ

とにより、その学力の向上を図ることを目的として設置され、  
¾ 特定の科目及び講座等の学習に関すること  
¾ 学生相談に関すること  
¾ 資格取得に関すること  
を業務とした。  
学習支援センターには、所長、副所長として教員各 1 名（兼坦教員）、専任教員

1 名、事務職員 1 名が配置されている。また、同センターには、本学の教員全てが
兼坦として所属する形式をとっており、講義の空き時間を利用し、交代でチュー

ター活動を展開している。  
   学生の利用状況は、図 4-2-1 の通りである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   また、学生は学習支援センターとは別に、キャリアアドバイザー（教員）によ

る個人面談を実施し、学習上の相談、生活相談等を半期２回行い、また、出席管

理システムを活用した面談も必要に応じて行われ、教員は学生の生活状況等を把

握する手段として機能している。  
   教員は、学生面談を行った後は、学生毎のキャリアシート（電子版）に面談内

容を記入し管理を行っている。面談において学習支援が必要と思われる学生には、

学習支援センターにおける支援を促している。  
 
 

図 4-2-1 
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 （２）４－２の自己評価 

各年度の学習支援センター利用者数の変化によれば、以下の傾向が見られる。   
¾ 平成１６年度の学習支援センターの開設時期から大学在籍者数は僅かに上昇
している。  

¾ センター利用者は、平成１７年度の情報機器の設置とともに、資料収集やレ
ポート作成の自習学生が増え、その他の項目数が増加している。   

¾ ガイダンスでの説明や情報発信、各講座開設でチューター、学生の自発的学
習の支援についても増加傾向を示している。  

¾ 平成１８年度、１９年度、２０年度の個人チューター活動利用者は、ほぼ安
定しているものの、各講座や資格取得使用者は減少し、自習などを含めコン

ピュータ利用学生は低下している。  
これらの原因は、効率の良い情報発信、例えば、設置当初行われていたようにガイダ

ンスやオリエンテーションでの説明、各教員の支援内容や時間帯を記載したガイドブ

ックの配布、学生が目にする場所での掲示、ホームページへの掲載など、学生への周

知徹底の不足である。また、学習支援コンテンツの充実に関しては、学習支援センタ

ーの活動内容が補習教育の割合が多く、自立支援を希望している学生に対して、バラ

エティーのあるメニューを学生に提供できなかったことも原因となっている。   
 これまで、各大学で行われてきた学習支援も含め、その課題点として挙げられる、  

¾ 学生と教員の時間帯のミスマッチ   
¾ 教員研究室の敷居の高さ   
¾ 周囲の学生の視線   

などに対する考慮が欠けていた。  
   現在、経済学部には 1、2 年生に 66 名、3、4 年生には編入生を含め 206 名の留

学生が在籍している。これらの学士については、日本語能力向上のため日本語Ⅰ、

Ⅱ、教養コア基礎ゼミナールⅠ、Ⅱなどを配置し、日本での学習効果向上を目指

している。しかし、クラス分けなど工夫を凝らしているものの、履修者の日本語

能力に差が見られのが現状である。  
 
 （３）４－２の改善・向上方策（将来計画） 

   授業理解度に応じた個人指導チューターへの積極的な担当学生の誘引を含め、モチ

ベーションの高い学生や特待生・奨学生を意識した、やる気支援の充実を図ることで、

学生と教員の授業以外でのコミュニケーション機会を増やす。また、学習支援センタ

ー活動を通して、学生の意見を汲み上げ、学生の状況と希望を把握するシステム構築

することで、学習支援センターの適切な運用が可能となる。   
 今後の学習支援の必要性とあり方、これまでの利用状況変化から検討した新しい学

習支援センターの概要を以下に示す。  
¾ 学生満足度の向上を目指し、授業時間以外での教育内容に関するコミュニケ

ーションの時間を増やす。  
¾ 幅広い学生のタイプの要求や特待生・奨学生に対応するため、各教員は、授

業理解支援活動及びやる気支援活動の２つの支援を行う。  
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¾ 授業理解不足の学生の成績向上を目指すとともに、授業で習った内容に関連
した高度の知識や資格取得、さらなる学生の自発的興味拡大を支援し、異な

るタイプの学生の満足度向上を図る。  
¾ また、チューター活動場所と活動時間のフレキシブル化を行い、学習支援セ

ンター施設を自学学習やグループ学習など場所として提供し、その有効活用

も図る。  
¾ 学生の自立支援に対して、特別教育研究費を活用した助成制度を設け、学生

の学習活動を支援し、意欲向上を促進する。  
   また、留学生の更なる日本語能力向上のため、通常講義の工夫を行うのみでは

なく、講義以外でのサポート体制として、各学期の関連科目の成績と本人へのイ

ンタビュー結果を重視した特別支援プログラム実施を検討する。  
 

 ４－３．学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－３の視点》 

 ４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能してい

るか。 

 ４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

 ４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

 ４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われている

か。 

 ４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整

備されているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

1) 学生サービス、厚生補導のための組織について 

1. 学生支援部学生支援課の組織について 

     平成 17 年度まで事務局には就職課と学生課が設置され、学生の厚生補導や

就職指導等の業務を行っていたが、事務局の再編により平成 18 年度より学生

課と就職課の業務を統合した学生支援課を設置した。学生支援課内には、業

務内容により学生サービス担当と進路指導担当を設置し両担当が連携をとり

ながら学生支援の充実を図っている。 

この目的は、学生の入学直後の生活指導や卒業年次までのキャリア教育及

び就職斡旋等を一貫したスタイルで支援できる体制を整えることにある。 

     このことにより学生支援課は、学生相談やキャリア形成等に関する「なん

でも相談室」的な総合窓口として機能している。 

2. 学生支援委員会 

     学生の補導及び構成を審議する為に学生支援委員会を置いている。学生支

援部長を委員長とし経済学部、工学部、スポーツ学部より選任された教員各 2

名ずつ、保健センター長、学生支援課長を構成員とし、学生支援課学生サー

ビス担当が事務取扱となり組織されている。 

     委員会は、原則月 1 回開催され、①学生の福利厚生 ②退学防止 ③交通



 35 

安全 ④学園独自の奨学生選出に関する審議及び提案 ⑤学友会指導及び課

外活動支援 ⑥地域交 流等の案件について審議・報告を行っている。 

3. 「学生スタッフ」委員会 

     平成 21 年度より経済学部奨学生 22 名を構成員として、｢学生が創る九州共

立大学｣をスローガンに「学生スタッフ」を組織し活動を行っている。 

     今年度は初年度であることからコミュニケーション能力・課題解決のグル

ープワーク・プレゼンテーション能力等の研修やオープンキャンパスのスタ

ッフとしての活動を行った。 

     今後は、大学活性化のための企画提案や学生の核となる集団へ成長させて

いくことを目標としている。 

2) 経済的支援 

1. 本学独自の奨学金制度 

平成 20 年度より「頑張る学生を応援する奨学制度」として、大学独自の奨

学制度の運用が開始された。 

この制度は、学力優秀で学友会活動に積極的に参加している学生を対象と

する「学力優秀奨学金」、スポーツ・文化活動・社会貢献に実績を残している

学生を対象とする「奨励奨学金」、経済的な困窮者を対象とする「育英奨学金」

の 3 部門から構成されている。 

この奨学制度は、公募制で授業料の半額を給付している。 

応募してきた学生は、学生支援委員会で審議・面談を実施し推薦者を選出

した後、学長の決裁を受け、法人本部で開催される「大学改革検討委員会」「経

営戦略会議」の審議を経て決定している。 

2. 学費貸与制度 

     経済的困窮者を対象とし、卒業年次の後期学納金について貸与制度を設け

ている。 

    この制度は、在学中、品行方正、学力優秀であり修業中学生納付金支弁の途

を失った学生を対象に、教授会が選考し学長の決定で貸与している。 

3) 課外活動への支援 

1. 学長表彰制度 

     平成 17 年度より、学生を褒めて伸ばす教育の実践として、「学長表彰制度」

を設けた。 

     この制度は、多くの学生を表彰し意欲の向上を目的としていることから、

学業・自学自習・クラブ活動・生活全般の区分で成果を収めている学生を対

象とし、大学教職員の推薦により学生支援委員会の審議を経て決定し表彰を

行っている。 

2. 大学の全国大会出場補助及び学外団体からの支援 

     平成 18 年度にスポーツ学部を設置したことにより、体育系クラブの活動が

活発となり、全国大会に出場するクラブが増えている。 

     このことにより、学生の活動活性化と経済的支援を目的として、予選を勝

ち抜き全国大会に出場するクラブを対象として旅費交通費の負担を大学側が
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行っている。 

     また、同窓会や後援会及び地域の商店等で組織されている福原学園協力会

からも支援金をいただくなど、保護者・卒業生・地域からも支援をしていた

だいている。 

4) 健康相談、心的支援、生活相談 

1. 保健センターと学生支援課の連携 

     学生相談の総合窓口としての機能をもつことから、多くの学生が学生支援

課に訪れるが、精神的な悩みを持つ学生や情緒不安定になっている学生につ

いては、保健センターと連携を取って保健センターに毎日午後に非常勤で常

駐している臨床心理士のカウンセリングを受けされる仕組みをつくっている。 

     また、保健センターでは学生支援課と連携し定期健康診断をはじめ、アル

コールパッチテストやＡＥＤ講習会、救急救命講習会、熱中症対策講座等も

開催している。 

2. キャリアインタビュー制度 

     平成 17 年度より退学者防止やキャリア支援の充実を目的に、学生一人に教

員一人がキャリアアドバイザーとして担当し「入学後の大学接続支援(自学自

習への接続)」「大学教育・学生生活支援(自学自習の支援)」「進路決定支援(就

職や進学の自己決定への支援)」の「自立」支援を全学で挙げて実施している。 

5) 学生の意見等を汲み上げるシステム 

1. 提案箱の設置 

     学内 6 箇所に意見箱の設置や学生代表者と学長をはじめ学部長や各部長等

との「キャンパスミーティング」の開催などを行っている。提案箱に入れら

れた意見や提案は、学内の委員会で検討され、その結果をＨＰ上で公開して

いる。 

2. 学生生活実態調査 

     平成 14 年より 3 年に 1 度、「学生生活実態調査」を実施している。この調

査の目的は、学生生活全般にわたる実態を正しく把握し、今後の学生サービ

スの改善に反映させるものである。 

     また、平成 20 年度には、今後のキャリア支援の構築、キャリア支援体制の

改善・開発に反映させるための基礎データを収集することを目的として「学

生実態調査」や 1 年次生のみを対象として本学における学業・生活・環境等

をどのように感じているかを調査し、今後の学生サービスの改善に努めてい

る。 

 

 （２）４－３の自己評価 

常に学生のニ－ズに沿った環境改善を心がけている中で、学生サ－ビスの体制

の整備、運営は学生支援課を中心に適切に行われていると言える。特に平成 18
（2006）年度からの学生支援課の統合による組織の再編化は、広範で迅速な学生
支援を行う上で、同一フロア－の中で緊密により柔軟な対応が可能な体制が整っ

たと言える。  



 37 

学生の経済的な支援においては、日本学生支援機構が運用する奨学金制度をメ

インに、各種の公的奨学金制度を活用し、申請・更新・返還時に説明会を開催す

ることで十分なサポ－トができていると言える。加えて、「頑張る学生を支援する

授業料減免措置」や「被災した学生支援」、「生活困窮者に対する学費貸与制度」

も明確に規定している。今後も継続して運営される制度であると言える。  
   また、スポ－ツ学部の設置に伴い、これまで以上に学友会、同窓会、後援会や

福原学園協力会等と連携を緊密にし、学生支援課が管理運営を補助し、予算配分

やクラブ活動等の総合調整を行っている。  
   さらに保健センタ－と連携し、カウンセラ－や専門医による健康診断、健康相

談を定期的に開催したり、学生の自立支援のための学生と教員が一対一で対応す

る「キャリアインタビュ－制度」を充実させるなどして、安心して打ち込むこと

のできる快適な学生生活環境の整備に配慮している。                 
本学のような小規模大学の特徴である学生と教職員の「距離の近さ」を引続き

保ちつつ、きめ細やかな学生サ－ビスを継続するため、提案箱を設置し、学生の

意見を広く汲み取り、学生への回答等の周知は迅速にＨＰで広く公表している。

今後も継続して運営される制度であると言える。  
また、３年に一度、「学生生活実態調査（アンケ－ト）」を実施し、本学の学生

生活環境整備に役立てている。ただ、寄せられる意見やアイデアが少なく、運用

は本学の意図通りに進んでいるとは言いがたく、今後の検討が必要である。  
 

 （３）４－３の改善・向上方策（将来計画） 

学生サ－ビス体制は整備され、適切に機能していることから、人員配置を含め

現行の体制は維持していきたい。ただ、学生にとってはワンストップで利便性は

いいものの、課そのものが大所帯となり、課そのものの管理体制の維持に目が届

かない嫌いがあり、常に学生サ－ビスの質が落ちない点検・改善を心がける計画

である。 

   経済的な支援については、現在よりも多くの学生に必要な支援ができるように、

告知が不十分な各自治体の奨学金制度・災害補助制度についても、学生ハンドブ

ックへの掲載、学生システム上のポ－タルサイトでも広く告知していく。また、

日本学生支援機構の奨学金について、卒業後の返還滞納者が増加傾向にあり、在

学時より返還義務の周知徹底を重点的に指導する計画である。 

   課外活動支援を含めた学友会活動では、ここ数年の懸案である後継者不足を解

決するため、平成 21(2009)年 4 月より運用を開始した学生スタッフ制度を活用す

る。また、後継者不足は学友会運営や予算配分に対する非効率さ、不適切さを露

呈している。これらを是正し、学則に則った適切な運営及び予算配分・会計処理

を実現させるため、学生支援課が指導し、平成 22(2010)年 3 月をめどに適正化を

図る計画である。 

   学生からもっと多くの意見を取り上げ、環境改善や学生サ－ビスに反映させる

ため、さらには学生と教職員間の「距離の近さ」をより向上させるため、学生ス

タッフの組織強化、活動内容の充実化を図り、学生の生の声を吸い上げていく。
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さらに、学生スタッフは、学生の代表として学生の視点を大学改革に反映させ、

学生の力がよりよい大学づくり繋がるよう、平成 21(2009)年 4 月から運用を開始

した「学生スタッフ会議」を学生主体の組織へと変革する計画である。 

   また、学生サポ－トの重要な柱であるカウンセリングについては、学生が「い

つでもどこでも気軽に相談できる」環境を整備する必要性から、学生に対して適

切な対応や助言が教職員レベルでも行えるように、スキルアップの観点から平成

20(2008)年度より定期的なセミナ－を実施している。今後も継続して計画してい

く。 

 

４－４．就職・進路支援等の体制が整備され、適切に運営されているか。 

《４－４の視点》 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

４－４－② キャリア支援のための支援体制が整備されているか。 

 （１）事実の説明（現状） 

1) 就職・進学に対する相談・助言体制 

1. 就職委員会 

     学生に対する就職指導及び就職斡旋等に関し必要な事項を定めることを目

的として置いている。学生支援部長を委員長とし、経済学部、工学部、スポ

ーツ学部から選任された教員各 1 名ずつ、学生支援課長を構成員として組織

している。 

   進路状況調査や進路指導に関するガイダンス企画等の審議をはじめ、進路

指導支援に関する内容の検討を行っている。 

2. キャリアカウンセラーの常駐 

     学生支援課の進路担当参事がキャリアカウンセラーの有資格者で学生のキ

ャリア支援を行っているが、平成 20 年度より、外部の協会よりキャリアカウ

ンセラーを派遣し ていただき学生のキャリア支援の充実を図っている。 

     また、学生へのカウンセリングのみではなく、キャリア支援のイベント企

画や座談会の講師など、幅広く活躍している。 

3. 就職ガイダンスと学内企業セミナーの開催 

     就職支援サイトの運営会社と連携し、本学学生の気質や能力に応じた就職

ガイダンス企画し、「適性検査」「業界業種研究」「マナー講座」「就職活動の

仕方」など社会人として身に付けておかなければならない能力や就職活動に

必要となる情報提供など年間 30 コマ程度実施している。 

また、平成 10 年から 3 年次生を対象とする「学内合同企業セミナー」を開

催し、学内において 130 社程度の企業と学生の面談会を行い、学生の進路決

定の支援を行っている。 

2) キャリア支援体制 

1. 現代ＧＰへの採択について 

     平成 19 年に本学の取り組みである「生涯キャリア開発型教育システムの構

築 ～人的ネットワークを活用したＣＰＳ(ｷ ｬ ﾘ ｱ・ ﾎ ﾟ ｼ ﾞ ｼ ｮ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ・ ｼ ｽ ﾃ
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ﾑ)navigation による生涯キャリア支援～」が現代ＧＰに採択され、学生への

キャリア支援充実を推進している。 

     この取り組みを推進するために、大学評議会の下に工学部長を委員長とし、

経済学部、工学部、スポーツ学部から選任された教員と各課から選任された

職員を構成員とする「ＣＰＳ活用ワーキンググループ会議」が設置され運営

されている。 

2. ＣＰＳ座談会や研修会の開催 

     現代ＧＰの取り組みの一環として、1・2 年の低年次生を中心として、卒業

生や企業人等の外部の方と親しく交流を深め「将来の自分探し」や「キャリ

ア形成」をすることを目的として座談会を開催している。 

     また、ＮＰＯ法人「九州大学こころとそだちの相談室」と連携し、「傾聴(話

を聞くこと)」「アサーション（伝えること）」等の研修会を開催し学生のコミ

ュニケーション能力向上に努めている。 

 

（２）４－４の自己評価 

   本学は毎年高い就職率を維持している。従って、就職・進路に対する支援体制

は整備され、適切に運営されていると言える。それは本学の重点項目である、1

年から 3 年までの系統だった少人数教育を基本とした「キャリア支援」にある。

即ち、1 年の春から段階的に行われるキャリア関連科目、就職支援行事と並行して

3 年生秋からはゼミ担当教員や学生支援課職員が互いに連携して、学生一人ひとり

に細やかな対応を行い、進路決定へと導いている。学生にも好評を得ている自負

している。 

その一方で、就職意識の希薄な学生も常に一割前後いる。この 2 極化傾向にど

のように対応するかが今後の課題である。出口力強化のためには、キャリア関連

科目、就職支援行事のより一層の充実が必要である。 

また、本学では、学生が就業経験を持つことで職業意識を高めることを目的に、

2・3 年生を対象に「インタ－ンシップ」を開講している。しかし、学生が経済的

な自己負担があること、学生への広報不足、単位化しているものの、諸規則の不

備や運用が全学的になっていないこと、受け入れ企業の開拓が進まないなどの諸

問題があり、出口力強化のためにも、インタ－ンシップの活性化が今後の課題と

なっている。 

 

（３）４－４の改善・向上方策(将来計画) 

   出口力の強化を意図して以下の対策を計画している。 

専任教員の増加による徹底した少人数教育化を促進し、「キャリアデザイン」科

目の教育の質向上を目指す。併せて、学生全員が受講できるように時間割の出島

化と科目の必修化を図る。このことにより、就職意識の希薄な学生も、半ば強制

的に取り込んでいく。 

さらに、就職支援についても、学生への「個別指導」をより強力に推し進め、

就職率の確保とともに、卒業後 3 年以内の早期離職率の減少を目指したマッチン
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グ指導を強化する。そのためには、教職員が同じ意識で、同じ土俵に立つ必要が

あり、特に教員に対する意識改革をより一層求めて行く。 

また、「インタ－ンシップ」の活性化については、学生への広報を徹底すること、

単位化に対する規則を明確化し、運用を一部の教員に任せるのではなく全学部的

な体制を整えること、受け入れる企業の開拓を進めることなど、直ぐにできると

ころから着手する計画である。 

 

[基準４の自己評価] 

  本学のアドミッションポリシ－は明確にされており、それに沿って入学試験が適

切に実施されている。開講 4 年目を迎えたスポ－ツ学部は開講以来常に定員管理は

1.0 以上を確保している。一方、今年度改組した経済学部は、入学者の充足率が 0.72

と 1.0 を下回っている。ただ、昨年度が 0.63 であったことを考えると、やや改善が

見られている。小規模大学の小回りの良さと、学生と教職員の距離が近いという特

性を生かし、学習支援、学生サ－ビス、キャリア支援に個別指導を強め、出口力の

強化を目指した本学の取り組みが功を奏していると言える。 

 

[基準４の改善・向上方策(将来計画)] 

  大学をめぐる環境が大きく変化し、意識や能力が多様化した幅広い学生がいる中、

本学の基本理念及び教育目標を理解した入学者を適正に確保し、徹底した少人数教

育を柱とするキャリア教育を充実させていく。特に改組 1 年目の経済学部では、平

成 22（2010）年度入学試験において、定員以上の入学制を確保し、基盤強化を図る

べく全学を挙げて取り組んでいく。 

  学習支援、学生生活支援、キャリア支援において、学生満足度を高めていくため

にも、常に制度、業務などの改善を図り、より良い学生サ－ビスの提供に努める。 

  特に、「出口力」の強化、社会人基礎力の養成向上はひいては「入口力」の強化に

も繋がるため、全学を挙げてキャリア支援体制を整える。 

 



 41 

【基準５．教員】 

 ５－１．教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

《５－１の視点》 

 ５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に

配置されているか。 

 ５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスが執れている

か。 

 （１）事実の説明（現状） 

   本学は、経済学部に経済・経営学科の 1 学科を、工学部にメカエレクトロニク
ス学科、情報学科、環境土木工学科、建築学科、環境サイエンス学科、生命物質

化学科の 6 学科を、スポーツ学部にスポーツ学科の 1 学科、計 3 学部 8 学科を構
成している。また、大学院工学研究科に博士前期課程 4 専攻を、博士後期課程 2
専攻を構成している。この組織における学部別の教員数は表 5-1-1 のとおりである。 

表 5-1-1 
専  任  教  員  数  備考 

学部・学科、その他の組織 
教授 准教授 講  

師 

助教 計

(ａ ) 

助手 

設置基

準上必

要専任
教員数 

設置基準

上必要専

任 
教授数 

 

経済・経営学科 23 14 5 0 42 0 20 10 
経済学科 0 0 0 0 0 0 0 0 経済学部 
経営学科 0 0 0 0 0 0 0 0 

経済学部計  23 14 5 0 42 0 20 10 

平成21年 4月
経 済 学 科 及

び経営学科の

学 生 募 集 停
止 

平成 21年 4月

経済・経営学
科設置 

スポーツ学部 スポーツ 

学科 
12 8 5 0 25 10 17

（17） 9 

スポーツ学部計  12 8 5 0 25 10 17(17) 9 

 

メカエレクトロニ

クス学科 
8 0 0 3 11 0 

情報学科 2 2 0 2 6 1 

環境土木工学科 6 0 1 1 8 0 

建築学科 3 4 0 1 8 0 

環境サイエンス 
学科 

3 1 0 0 4 0 

生命物質化学科 2 2 1 0 5 0 

工学部 

教養教室 4 3 3 0 10 0 

工学部計  28 12 5 7 52 1 

※注

1 
※注2 

※1,2 

平成19年4月
に工学部環

境サイエンス

学科、生命物
質化学科の

学生募集停

止を行なっ
た。 

平成20年4月

に工学部メカ
エレクトロニク

ス学科、情報

学科、環境土
木工学科、建

築学科の学

生募集停止を
行なった。 

 

大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数  26 13  

合     計 63 34 15 7 119 11 63 32  
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表 5-1-2 

研究科・専攻、研究所等 

専任

教  員
数 

助手 

研究指

導教員

数 

研究指

導補助

教員数 

兼担 

教員数 

(ｂ ) 

兼 任 

(非常
勤 ) 
教員数

(ｃ ) 

TA 

機械生産システム工学専攻
（M） 

0 0 6 1 7 1 2 

電子情報工学専攻(M） 0 0 6 1 7 1 1 
都市システム工学専攻（M) 0 0 9 3 12 0 5 
環境システム学専攻（M） 0 0 6 4 10 0 4 
機械電子システム工学専攻

（D) 
0 0 9 0 9 0 0 

工学研究科 

環境・都市システム工学専攻

（D) 

0 0 8 2 10 0 0 

工学研究科計 0 0 44 11 55 2 12 
総合研究所  0 0    0 0 

合     計 0 0 44 11 55 2 12 

本学の講師以上の専任教員は、平成 21(2009)年 5 月 1 日現在で 119 名であり、
これは大学設置基準上の必要専任教員数 63名を満たしている。また、経済学部は、
大学設置基準に定める専任教授数は 10 名であり、経済学部の教授数は 23 名であ
ることから基準を満たしている。同様に、スポーツ学部は、大学設置基準に定め

る教授数は 9 名であり、スポーツ学部の教授数は 9 名であることから基準を満た
している。  
なお、工学部においては、学生募集停止を行なっており大学設置基準上の必要

専任教員数の概念はないが、在学生に対する教育研究活動において支障のない教

員数を配置しており問題はない。同様に学生募集停止の大学院工学研究科につい

ても、工学部専任教員がこれを兼ね、その教育課程を適切に運営している。  
   男女別の教員構成は下表 5-1-3のとおりである。経済学部の女性比率は 19.0％、

工学部は 5.8％、スポーツ学部は 20.0％となっており、全学の男女別構成は、男性
86.6％、女性 13.4％である。                    表 5-1-3 

【経済学部】         
男性  女性  計  

学部・研究科 職位 
 (人 )  (％ )  (人 )  (％ )  (人 )  (％ ) 

外国人 

（内数） 

教授 20 87.0% 3 13.0% 23 100.0% （  2  ） 
准教授 12 85.7% 2 14.3% 14 100.0% （  3  ） 
講師 2 40.0% 3 60.0% 5 100.0% （  1  ） 経済学部 

助教      0.0%  
経済学部 計  34 81.0% 8 19.0% 42 100.0% （ 6 ） 

【工学部】         
男性  女性  計  

学部・研究科 職位 
 (人 )  (％ )  (人 )  (％ )  (人 )  (％ ) 

外国人 
（内数） 

教授 28 100.0% 0 0.0% 28 100.0%  
准教授 11 91.7% 1 8.3% 12 100.0%  
講師 3 60.0% 2 40.0% 5 100.0% （ 1 ） 

工学部 

助教 7 100.0% 0 0.0% 7 100.0%  
工学部 計  49 94.2% 3 5.8% 52 100.0%  

【スポーツ学部】         
男性  女性  計  

学部・研究科 職位 
 (人 )  (％ )  (人 )  (％ )  (人 )  (％ ) 

外国人 
（内数） 

教授 9 75.0% 3 25.0% 12 100.0%  
准教授 6 75.0% 2 25.0% 8 100.0%  
講師 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0%  スポーツ学部 

助教      0.0%  
スポーツ学部 計  20 80.0% 5 20.0% 25 100.0%  
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【全学部・全研究科】         
男性 女性 計 

学部・研究科 職位  (人 )  (％ )  (人 )  (％ )  (人 )  (％ ) 
外国人 

（内数） 

教授 57 90.5% 6 9.5% 63 100.0% （  2  ） 
准教授 29 85.3% 5 14.7% 34 100.0% （  3  ） 
講師 10 66.7% 5 33.3% 15 100.0% （  2  ） 全学部・全研究科 

助教 7 100.0% 0 0.0% 7 100.0%  
合 計  103 86.6% 16 13.4% 119 100.0%  

 次に、年齢別の教員構成は下表 5-1-4 のとおりである。経済学部では、51 歳以
上 60 歳以下の専任教員が 9 人であり構成比率では 33.4％を占めている。工学部で
は、61 歳以上が 16 人であり構成比率では 36.3％を占めている。スポーツ学部で
は、61歳以上が 6人、41歳以上 50歳以下が 6人であり、それぞれ構成比率が 33.4％
となっている。教養教育担当では、51 歳以上 60 歳以下が 14 人であり構成比率で
は 46.7％を占めている。全学部では、61 歳以上が 34 人であり構成比率が 28.6％、
51 歳以上 60 歳以下が 40 人で 33.6％、41 歳以上 50 歳以下が 25 人で 21.0％、40
歳以下が 20 人で 16.8％となっている。  

 表 5-1-4 
【経済学部】       
学部・研究科 職位 61 歳以上  51 歳～ 60 歳  41 歳～ 50 歳  ～40 歳 計 

教授   
(人 ) 6 6 3   15 

     
(％ ) 40.0% 40.0% 20.0%   100.0% 

准教授  
(人 ) 1 3 3 3 10 

     
(％ ) 10.0% 30.0% 30.0% 30.0% 100.0% 

講師     
(人 )       2 2 

      
(％ )       100.0% 100.0% 

助教   
(人 )         0 

経済学部 

     
(％ )         0.0% 

計        (人 ) 7 9 6 5 27 
計        (％ ) 25.9% 33.3% 22.2% 18.5% 100.0% 

【工学部】       
学部・研究科 職位 61 歳以上  51 歳～ 60 歳  41 歳～ 50 歳  ～40 歳 計 

教授   
(人 ) 16 8     24 

     
(％ ) 66.7% 33.3%     100.0% 

准教授  
(人 )   5 3 1 9 

     
(％ )   55.6% 33.3% 11.1% 100.0% 

講師      
(人 )   1 2 1 4 

      
(％ )   25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

助教   
(人 )     3 4 7 

工学部 

     
(％ )     42.9% 57.1% 100.0% 

計        (人 ) 16 14 8 6 44 
計        (％ ) 36.4% 31.8% 18.2% 13.6% 100.0% 
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【スポーツ学部】 

学部・研究科 職位 61 歳以上  51 歳～ 60 歳  41 歳～ 50 歳  ～40 歳 計 

教授   
(人 ) 6 3     9 

     
(％ ) 66.7% 11.1%     100.0% 

准教授  
(人 )     5   5 

     
(％ )     100.0%   100.0% 

講師      
(人 )     1 3 4 

      
(％ )     25.0% 75.0% 100.0% 

助教   
(人 )         0 

スポーツ学

部 

     
(％ )         0.0% 

計        (人 ) 6 3 6 3 18 
計        (％ ) 33.3% 16.7% 33.3% 16.7% 100.0% 

【教養教育担当者】      
学部・研究科 職位 61 歳以上  51 歳～ 60 歳  41 歳～ 50 歳  ～40 歳 計 

教授   
(人 ) 5 8 2   15 

     
(％ ) 33.3% 53.3% 13.3%   100.0% 

准教授  
(人 )   6 2 2 10 

     
(％ )   60.0% 20.0% 20.0% 100.0% 

講師      
(人 )     1 4 5 

      
(％ )     20.0% 80.0% 100.0% 

助教   
(人 )         0 

教養教育 

担 当 者 

     
(％ )         0.0% 

計        (人 ) 5 14 5 6 30 
計        (％ ) 16.7% 46.7% 16.7% 20.0% 100.0% 

 

【全学部・全研究科】      
学部・研究科 職位 61 歳以上  51 歳～ 60 歳  41 歳～ 50 歳  ～40 歳 計 

教授   
(人 ) 33 25 5   63 

     
(％ ) 52.4% 39.7% 7.9%   100.0% 

准教授  
(人 ) 1 14 13 6 34 

     
(％ ) 2.9% 41.2% 38.2% 17.6% 100.0% 

講師      
(人 )   1 4 10 15 

      
(％ )   6.7% 26.7% 66.7% 100.0% 

助教   
(人 )     3 4 7 

全学部・全研

究科 

     
(％ )     42.9% 57.1% 100.0% 

計        (人 ) 34 40 25 20 119 
計        (％ ) 28.6% 33.6% 21.0% 16.8% 100.0% 

   平成 21(2009)年度前期開設の授業科目における専任教員担当科目数、兼任教員
担当科目数及び専兼比率は、表 5-1-5～表 5-1-9 のとおりである。専門教育科目で
は専任教員担当比率が高いが、全学共通で行なっている教養科目に関しては兼任
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教員依存率が高いことが伺える。  
全学部共通科目                           表 5-1-5 

科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) 1 0.5 27 

兼任担当科目数 (b) 0 0.5 1 
キャリアデザイン科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 50.00 96.43 

専任担当科目数 (a) 1 1 31 

兼任担当科目数 (b) 0 1 3 
キャリアデザイン科目  

（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 50.00 91.18 

専任担当科目数 (a) －  13.2 40 

兼任担当科目数 (b) －  14.8 38 
教養コア科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  47.14 51.28 

専任担当科目数 (a) －  13.2 41 

兼任担当科目数 (b) －  14.8 37 
教養コア科目  

（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  47.14 52.56 

専任担当科目数 (a) 1.5 7 45 

兼任担当科目数 (b) 0.5 16 57 
言語教育科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 75.00 30.43 44.12 

専任担当科目数 (a) 1.5 8 49 

兼任担当科目数 (b) 0.5 16 60 
言語教育科目  

（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 75.00 33.33 44.95 

専任担当科目数 (a) －  0.5 6 

兼任担当科目数 (b) －  3.5 14 
情報教育科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  12.50 30.00 

専任担当科目数 (a) －  0.5 6 

兼任担当科目数 (b) －  3.5 14 
情報教育科目  

（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  12.50 30.00 

専任担当科目数 (a) －  1 3 

兼任担当科目数 (b) －  3 15 
健康教育科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  25.00 16.67 

専任担当科目数 (a) －  1 7 

兼任担当科目数 (b) －  3 15 
健康教育科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  25.00 31.82 
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科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) －  6 21 

兼任担当科目数 (b) －  4 8 
自由選択科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  60.00 72.41 

専任担当科目数 (a) －  8 25 

兼任担当科目数 (b) －  3 6 
自由選択科目  

（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  72.73 80.65 

 
教職課程科目                            表 5-1-6 

科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) －  13 22 

兼任担当科目数 (b) －  14 20 
教職科目  

（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  48.15 52.38 

専任担当科目数 (a) －  9 16 

兼任担当科目数 (b) －  16 23 
教職科目  

（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  36.00 41.03 

 
経済学部                              表 5-1-7 

科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) 3 5 17 

兼任担当科目数 (b) 0 0 0 
経済・経営学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 100.00 100.00 

専任担当科目数 (a) －  8 11 

兼任担当科目数 (b) －  1 1 
経済・経営学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) －  88.89 91.67 

専任担当科目数 (a) 7.5 42 92 

兼任担当科目数 (b) 1.5 20 23 
経済学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 83.33 67.74 80.00 

専任担当科目数 (a) 8 41 86 

兼任担当科目数 (b) 0 20.5 24 
経済学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 66.67 78.18 

専任担当科目数 (a) 7 29.5 84 

兼任担当科目数 (b) 0 31.5 36 
経営学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 48.36 70.00 

専任担当科目数 (a) 6 33 96 

兼任担当科目数 (b) 0 20 26 
経営学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 62.26 78.69 
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工学部                               表 5-1-8 
科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) －  19 30 

兼任担当科目数 (b) －  1 1 

工学部全学科  

共通基礎専門教育科目  

（前期）  専兼比率 (a/(a+b)*100) －  95.00 96.77 

専任担当科目数 (a) －  17 25 

兼任担当科目数 (b) －  0 0 

工学部全学科  

共通基礎専門教育科目  

（後期）  専兼比率 (a/(a+b)*100) －  100.00 100.00 

専任担当科目数 (a) 9 10 22 

兼任担当科目数 (b) 2 3 5 
メカエレクトロニクス学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 81.82 76.92 81.48 

専任担当科目数 (a) 5 10 16 

兼任担当科目数 (b) 2 1 3 
メカエレクトロニクス学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 71.43 90.91 84.21 

専任担当科目数 (a) 11 19 30 

兼任担当科目数 (b) 0 4 4 
情報学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 82.61 88.24 

専任担当科目数 (a) 7 20 27 

兼任担当科目数 (b) 0 3 3 
情報学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 86.96 90.00 

専任担当科目数 (a) 6 13 20 

兼任担当科目数 (b) 0 3 3 
環境土木工学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 81.25 86.96 

専任担当科目数 (a) 6 13 19 

兼任担当科目数 (b) 0 1 1 
環境土木工学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 92.86 95.00 

専任担当科目数 (a) 14 14 28 

兼任担当科目数 (b) 1 5 6 
建築学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 93.33 73.68 82.35 

専任担当科目数 (a) 9 14 23 

兼任担当科目数 (b) 0 2 2 
建築学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 87.50 92.00 

専任担当科目数 (a) 3 3 6 

兼任担当科目数 (b) 0 3 3 
環境サイエンス学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 50.00 66.67 

専任担当科目数 (a) 1 6 7 

兼任担当科目数 (b) 0 0 0 
環境サイエンス学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 100.00 100.00 
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科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) 2 4 6 

兼任担当科目数 (b) 0 0 0 
生命物質化学科  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 100.00 100.00 

専任担当科目数 (a) 4 2 6 

兼任担当科目数 (b) 0 0 0 
生命物質化学科  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 100.00 100.00 100.00 

 
スポーツ学部                            表 5-1-9 

科目群  事  項  必修科目  選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 (a) 14 32 181 

兼任担当科目数 (b) 2 28 61 
スポーツ学部  

専門教育科目（前期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 87.50 53.33 74.79 

専任担当科目数 (a) 7.5 31 135 

兼任担当科目数 (b) 2.5 21 55 
スポーツ学部  

専門教育科目（後期）  
専兼比率 (a/(a+b)*100) 75.00 59.62 71.05 

 
 （２）５－１の自己評価 

   本学は大学設置基準上の必要専任教員数及び必要教授数を満たしている。また、

専門教育・教養教育ともに教育課程に則した教員数を配置しており何ら問題はな

い。  
   専門教育科目における専兼比率の平均は、経済学部 83.09％、工学部が 90.26％、

スポーツ学部 72.92％となっており、専門教育科目の全学平均は 82.09％であるこ
とから専任と兼担は適切に配置している。  
しかし、全学共通で実施している教養教育科目の専兼比率は 53.50％と専門教育

科目に比べて低く、その是正が今後の課題である。また、専任教員の年齢構成に

おいて 50 歳以上の占める割合が経済学部 59.2％、教養教育担当 63.3％、全学平
均で 62.2％となっており、専任教員の高齢化が進んでいることも、今後の課題で
ある。  

   専任教員のうち女性教員の占める割合は、工学部（学生募集停止）を除き、20％
を確保しているが、スポーツ学部の女子学生数と比較し、スポーツ学部の女性専

任教員数を増員する必要がある。  
 
 （３）５－１の改善・向上方策（将来計画） 

   工学部及び工学研究科においては学生募集停止中であることから、全学生が卒

業するまでの間は、教育課程上必要となる教員を確保し、適切に運営を行ってい

く。  
   教員の高齢化については、定年等による退職者補充において若年層の優先的採

用により解消を図る。  




